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本解説書について 
 

○本解説書は、居住サポート住宅認定制度について、法令・様式等に定めている

一般的な事項を解説するものです。 

○居住サポート住宅の認定主体は、福祉事務所設置自治体（都道府県又は市区町

村）です。本解説書に記載する内容のほか、各認定主体において、認定基準・

申請書類等を設けている場合があるため、個別の申請にあたっては、各認定主

体にお問合せください。 

 

本解説書における用語の定義 
 

○本解説書では、法令等の用語を下表のように定義して表記します。（法令・様式

等における定義とは異なる場合があります。） 

 （※）なお、本解説書において「法」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住

宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第 43 号。

以下「改正法」という。）による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号）をいい、「省令」とは、住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行に伴う国土交通省・厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令

和７年厚生労働省・国土交通省令第４号）による改正後の国土交通省・厚生労

働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規

則（平成 29 年厚生労働省・国土交通省令第１号）をいいます。 
 

法令等の用語 解説書での表記 定義 法令等 

居住安定援助 

 

居住サポート 

 

訪問その他の方法により住宅確

保要配慮者の心身及び生活の状

況を把握し、その状況に応じた

利用可能な福祉サービスに関す

る情報の提供及び助言その他住

宅確保要配慮者の生活の安定を

図るために必要な援助を行うこ

と。 

法第 40 条第２項

第９号 

住宅確保要配

慮者 

要配慮者 低額所得者、被災者、高齢者、障

害者、子どもを養育している者、

その他住宅の確保に特に配慮を

要するものとして国土交通省令

で定める者 

法第２条第１項各

号 

要援助者 要援助者 日常生活を営むのに援助を必要

とする住宅確保要配慮者。具体

的には、省令第 14条第１号に規

定する「安否確認」、「見守り」、

「福祉サービスへのつなぎ」の

３つの居住サポートを必要とす

る要配慮者 

省令第 14 条第１

号 

居住安定援助

賃貸住宅事業 

居住安定援助賃貸

住宅事業 

賃貸住宅に要援助者を入居さ

せ、居住サポートを行う事業 

法第 40条第１項 
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法令等の用語 解説書での表記 定義 法令等 
居住安定援助

計画 

居住安定援助計画 居住安定援助賃貸住宅事業に関

する計画 

法第 40条第１項 

居住安定援助

賃貸住宅 

居住サポート住

宅 

※法令上の定義

は異なるが解

説書では同じ

用語で表記 

居住安定援助賃貸住宅事業に

係る賃貸住宅 

法第 40条第２項

第２号 

認定住宅 認定を受けた居住安定援助計

画に記載された居住安定援助

賃貸住宅の規模・構造・設備の

基準に適合する居住安定援助

賃貸住宅 

法第 43条第２項 

専用賃貸住宅 専用住宅 入居者の資格を要援助者又は

当該要援助者と同居するその

配偶者等に限る居住サポート

住宅 

法第 40条第２項

第７号 

援助実施者 援助実施者 居住サポートを行う者 法第 40条第４項 

認定事業者 認定事業者 居住安定援助計画の認定を受

けた者（賃貸人及び援助実施

者） 

法第 44条第３項 

都道府県知事

等 

認定主体 居住安定援助計画の認定を行

う者（福祉事務所を設置して

いる市区町村の長※） 

※福祉事務所を設置していな

い町村は都道府県知事 

法第 40条第１項

各号 

居間、食堂、台

所その他の居

住の用に供す

る部分を賃借

人が共同して

利用する場合 

共同居住型賃貸

住宅 

※共同居住型賃

貸住宅以外の

住宅は「一般

住宅」と表記 

賃借人（賃貸人が当該賃貸住

宅に居住する場合にあって

は、当該賃貸人を含む）が共同

して利用する居間、食堂、台所

その他の居住の用に供する部

分を有する賃貸住宅（いわゆ

るシェアハウス） 

省令第９条第４

号、国土交通省・

厚生労働省関係

住宅確保要配慮

者に対する賃貸

住宅の供給の促

進に関する法律

施行規則第９条

第４号及び第 10

条第２号ロの国

土交通大臣及び

厚生労働大臣が

定める基準（令

和７年厚生労働

省・国土交通省

告示第３号）第

１条第１項 
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はじめに 

１ 居住サポート住宅認定制度の概要 
 

（１）背景（住宅セーフティネット法の改正） 

○高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅

への居住ニーズが更に高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中に

は、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。 

○これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保でき

るよう、令和６年６月に改正法が公布され、「居住サポート住宅」の認定制度が

創設されました。 

 
 

   

ă ᶍ ᶍ  
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（２）居住サポート住宅とは 

①概要 

○居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポ

ート（安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等）を行う住宅です。 

 

②居住サポート住宅の認定基準 

○居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画（居

住安定援助計画）を、認定主体である市区町村長等が認定する制度であり、主

な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート（ソフト）に関

する基準、住宅（ハード）に関する基準が設けられています。 

  

ᶊ ᵸᶪ ᶉ᷊ḥᴻḐᶊ ᵸᶪ ᶉ

25 18

ᴴ ᶊ ᵸᶪ ᶉ
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③居住サポート住宅の入居対象者 

○居住サポート住宅には、入居者を要援助者に限る「専用住宅」と入居者を限定

しない「専用住宅以外＝非専用住宅」の区分があります。 

○要援助者とは、省令第 14 条第１号に定める基準に適合した３つの居住サポー

ト（安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ）すべての提供を必要とする

要配慮者を指し、例えば安否確認や見守りが必要な単身高齢者等が想定されま

す。「専用住宅」の入居者は、要援助者及び要援助者と生計を一にする配偶者・

親族に限定されます。 

○要援助者として３つのサポートを受けるかについては、家族や知人等の身寄り

の有無など、入居希望者を取り巻く状況等を踏まえ、孤独死や生活上のトラブ

ル等のリスク等を考慮した上で、基本的には大家から入居希望者に提案し、入

居者との合意により判断されるものです。 

○一方、３つの居住サポートのうち一部のみ提供が必要である要配慮者または３

つの居住サポートのいずれも提供が必要ではない要配慮者は、「非専用住宅」の

入居対象となります。例えば、毎日の安否確認までは必要ない子育て世帯等が

想定されます。 

 

 ■入居対象者とサポートの基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

①↨  

②  ɭ

③ ᷊ᴻḛḁ 

ᶗᶍᶃᶉᵭ 
 

安否確認だけ サポートなし 
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④居住サポート住宅の認定申請パターン 

○認定申請を行う計画において、居住サポート住宅の戸数は１戸から対象とする

ことが可能です。また、棟数は２以上とすることも可能です（複数敷地での認

定申請も可能ですが、同一市区町村内に立地する場合に限ります）。このため、

認定申請パターンは、下表のように、１棟パターンと複数棟パターンが考えら

れます。 

○１棟の中に居住サポート住宅と一般の賃貸住宅が混在することも可能です。 

○居住サポート住宅の認定には、計画単位で専用住宅を１戸※以上設けることが

必要です。このため、１戸で認定申請する場合は、当該住戸は専用住宅になり

ます。複数棟を含む計画とする場合、計画全体の中で専用住宅が１戸以上必要

です（各棟１戸以上とすることは求めません）。 
 ※地方公共団体が供給促進計画で定めることで専用住宅の戸数の基準を強化可能 

 

 

■認定申請パターン（例） 
 

 

１棟パターン 複数棟パターン 

  

  

  

֪ ᶆᶍ ᶎּס ᵿᵫᴲ ╗ ᶊ ᵸᶪ ᶊ  ᶅ  

１棟全部 

居住サポート住宅 12戸 

(うち専用住宅３戸) 

   

   

   

   

 

１棟のうち一部 

居住サポート住宅６戸 

(うち専用住宅１戸) 

 

   

   

   

   

 

１棟のうち１戸 

居住サポート住宅１戸 

(うち専用住宅１戸) 

   

   

   

   

 

複数棟の一部（１棟全部と１棟の一部） 

居住サポート住宅 18戸 

(うち専用住宅３戸) 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

   

   

   

   

 

複数棟全部 

居住サポート住宅 24戸 

(うち専用住宅 12戸) 

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

 

複数棟の一部（２棟の一部） 

居住サポート住宅９戸 

（うち専用住宅１戸) 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

   

   

   

   

 

：居住サポート住宅(専用住宅) 

：居住サポート住宅(非専用住宅) 

：一般の賃貸住宅 
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⑤居住サポート住宅の運用イメージ 

○専用住宅の入居者は、要援助者に限定されます。 

〇非専用住宅には要援助者以外（要配慮者でない者も含む）の入居が可能です。 

〇専用住宅の位置は、認定された居住安定援助計画に記載された居住サポート住

宅の範囲内で変更することが可能です。複数棟を含む計画の場合、棟間で専用

住宅の位置を変更することも可能です。なお、居住安定援助計画には専用住宅

の住戸番号の記載を要しないため、専用住宅の位置を変更するために認定主体

への「変更申請」等を行う必要はありませんが、運用にあたっては、要援助者

の入居戸数と（要援助者のための）空き戸数の合計が専用住宅の戸数以上とな

るよう、認定事業者において常時専用住宅の戸数や位置を管理しておくことが

必要です。 

○専用住宅を要援助者以外の者へ提供しようとする場合（要援助者以外の者の入

居戸数が非専用住宅の戸数以上となる場合）、専用住宅の目的外使用に係る認定

主体の承認（法第 50条第１項）が必要です（計画における専用住宅の戸数が２

以上である場合は、専用住宅の戸数の変更を認定主体に申請することも可能で

す）。ただし、いずれの場合も、専用住宅を１戸※以上確保しておくことが必要

であり、専用住宅全てを目的外使用することや、専用住宅を０戸とする計画変

更申請は出来ません。 
 ※地方公共団体が供給促進計画で定めることで専用住宅の戸数の基準を強化可能。 

 

■運用イメージ 

 

 

 

 

例①) ２棟の居住サポート住宅 18 戸（うち専用住宅３戸）の場合、棟をまたぐ専

用住宅の位置変更も可能 

 

 

 

 

 

例②) サポート住宅９戸（うち専用住宅３戸）で、専用住宅を要援助者以外に提

供しようとする場合、専用住宅の位置の変更が必要。（認定主体に対する「変

更申請」や「変更届出」は不要。） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●：要援助者（３つの居住サポートを提供する要配慮者） 

○：要援助者以外 
：居住サポート住宅(専用住宅) 

：居住サポート住宅(専用以外) 

：一般の賃貸住宅 

×専用住宅に要援助者

以外が入居 

ᶍ
֩ ֪ 
á 

ⱱ ᶗᶍ
 

֩ ֪ 

○下記のいずれかにより運用 

専用住宅の位置

を変更 

１戸を目的外使

用承認申請 

専用住宅戸数を

２戸に変更申請 

   

 

専用住宅２戸 位置を変更 目的外使用 
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（３）住宅扶助費（家賃）の代理納付の特例 

○保護の実施機関は、賃貸人等から住宅扶助費（家賃）及び生活扶助費（共益費）

の代理納付を希望する旨の通知（別記様式第 10号）を受けたときは、代理納付

を行います。（家賃及び共益費の口座振替納付（自動引き落とし）が行われてい

る場合等を除く。） 

○代理納付の通知者（賃貸人等）は下記のいずれかに該当する必要があります。 

・居住支援協議会の構成員 

・居住支援法人 

・賃貸住宅管理業法の登録事業者 

・登録家賃債務保証業者 

・居住支援協議会の構成員が団体である場合、その構成員 

・上記のいずれかに該当する者と共同で認定を受けている賃貸人 

・上記のいずれかに居住サポート住宅の管理を委託している者 

 

■住宅扶助費（家賃）の代理納付の特例 

ẑ

ṕ Ṗ

Ṇ ṕ Ṗ (ẑể) 

(ẑỄ) 

ἲ

פּ

ךּ
︣

ṕẑỄṖ ṇ 53 ṕẑểṖ לּ ṕ Ṗ ךּ

ṕ ṇ
Ṗ

ẑ

ṕ Ṗ

︣
︡ ךּ

ḵ

ἲ 
טּצּ ︣

ẑ

Ṍ
Ṍ
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（４）認定家賃債務保証業者制度の活用 

○居住サポート住宅に入居する要配慮者については、認定家賃債務保証業者が家

賃債務保証を原則引き受けることとなります。 

 
 

■家賃の滞納に困らない仕組み～登録・認定家賃債務保証業者制度～  

ṇ

ṥ ṇ ḭ Ṧ

ṕR7 ṖṕH29 Ṗ

ẑṕệ Ṗ

Ẇ

Ẇ

ṕ Ṗ

Ẇ

Ẇ

Ẇ
Ẇ

ṕ Ṗ
Ẇ

Ẇ

Ẇ JHF

Ẇ Ḳ 9

JHFẆ
JHF

Ẇ Ḳ 7

Ẇ ṕ Ṗ
Ẇ ( ) ṕJHFṖ

250
ṕR4.7 Ṗ

ṕH29 Ṗ

ṕR7 Ṗ

115
ṕRỉ.ễ Ṗ

ẑ
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２ 居住サポート住宅に関する補助制度の概要 
 

○居住サポート住宅に関する補助制度（令和７年６月時点）の概要は下表のとお

りです。 

○各事業については資料編に掲載しています。「参照先」欄のページを参照くださ

い。 

 

  ᴴ   

住宅を改修し

たい/ 

空き室を活用

したい 

改修に対する支援   

 
・住宅確保要配慮者専

用賃貸住宅等改修事

業 

補助率：国１/３ （＋地方１/

３） 

国 費 限 度 額 ： 50 万 円 / 戸      

等 

資料-１ 

 ・JHFによる融資 後述（事業内容による） 資料-１ 

空き家を活用

したい 

空き家の除却・活用への

支援 

 ・空き家対策総合支援事

業 

（除却）補助率：国２/５＋地方

２/５ 

（活用）補助率：国１/３＋地方

１/３ 等 

資料-２ 

家賃を低くで

きるなら 

手をあげたい 

家賃低廉化等補助 

補助率：国１/２＋地方１/２ 

国費限度額：原則２万円/戸・月  

等 

資料-３ 

家賃滞納、孤独

死等が心配 

家賃債務保証料、孤独死・

残置物保険料、緊急連絡

先引き受けに係る費用、

死後事務委任契約に係る

費用の低廉化に係る補助 

補助率：国１/２＋地方１/２ 

国費限度額：原則３万円/戸    

等 

資料-３ 

入居者の引っ

越し費用を抑

えたい 

住替えに係る補助 
補助率：国１/２＋地方１/２ 

国費限度額：５万円/戸 

資料-４ 

その他 

モデル的な取り組みへの支援 

  

・人生 100 年時代を支

える住まい環境整備

モデル事業 

後述（事業内容による） 

資料-５ 

  

・みんなが安心して住

まいを提供できる環

境整備モデル事業 

補助率：定額 

補助限度額：300 万円/事業 

資料-５ 
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１ 申請の方法 

 １－１ 申請の流れ 

 

○「認定申請」から「認定」までの流れは下図のとおりです。居住サポート住宅

の認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」上で行うことが可能です。

システム操作については、別途システム事務局が定める、操作マニュアルを参

照ください。 

○申請者は、居住安定援助計画の認定を受けたときは、計画に記載された事項の

一部を公示しなければなりません（省令第 34 条）。システム上では、認定主体

が認定（公開を承認）すると、申請者に通知されるとともに、公開サイト上に

公開されますが、これにより、法令上必要な認定事業者による「公示義務」が

果たされたこととなります。 

 
申請者 システム事務局 認定主体 

   

֪ 10 ∙ ᴲ ᶍ ᶎ ᶇᶉᶩᶝ н  

ǎ¤  ꞌ 

ӡ ↨ ⱱ  
( )ǡ  

ӢȋȔȏɜȱ  ID¤ȺȢɘºȲ  

ӣ  

È É  

È ¤ É 

確認・補正等の連絡 

 

ÈȠȢȯɉ É 

ǡ ꞌ  

   
ӥ Ɋºɔ  

ӤȠȢȯɉ ǡ  入力修正等 

申請 
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１－２ 申請に必要な書類 
 

○申請に必要な書類は下表のとおりです。申請様式別紙、別添及び誓約書は必要

事項をシステムに入力することにより、自動で作成されます。 

○申請者はシステムへの入力前に、添付書類及び参考資料を準備してください。 

 

■必要書類（新規申請の場合）   ○：全員必須 △：該当する場合 

審査対象 申請様式 別添 添付書類・参考資料（任意様式） 

認定 

事業者 

（申請者） 

ø  

֩  ֪

ÿ  
ă ᵫ ᶆ

or

ᵫ ᶍ ᶎ

זּ֩  ֪

ø   ֩ ╢  ֪  

ă  ᶊᶎᵆ ᵫ ᶊ

ᵶᶉᵣᵲᶇᵇᵆ ᷊ḥᴻḐ ᵫ

10 ᶊ ᵱᶪ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᵇ

ᶱ ᵸᶪ ᵫ ᶝᶫᶅ     

居住 

サポート 

ø  

֩  ֪

 ø  ᷊ḥᴻḐ֩ ᵥᶀᴲ↨ ᴴ

ᶩᴴ ᷊ᴻḛḁᶗᶍᶃᶉᵭᶍ֪ ᶍ

 

ÿ  ֩ ᷊ḥᴻḐᶇ ᶍ╗

ᵰ᷊ᴻḛḁɵ ᵶᶅᵣᶪ  ֪  

᷊ḥᴻḐᶇ ᶍ╗ ᵰ᷊ᴻḛḁᶍ

ᵫᶮᵪᶪ  

ÿ  ֩ ᷊ḥᴻḐᶱ≠ᵶᴲ≠

ᵫ ᶝᶂᶅᵣᶪ  ֪

≠  

居住 

サポート 

住宅 

ø  

֩  ֪

 

ø ᶝᵾᶎ  
ă ╗ ᶍ

ֹ ᴲ

ᶍ

ֹ  

ø  ᷊ḥᴻḐ ᶍ ᶒ

ᶍ ᶱ ᵶᵾ  

ÿ  (S56 ∙ ᶍ )  

ᶊ ᶝᵾᶎ ᵹᶪᵲᶇᵫ

ᶆᵬᶪ  

 

※１ 別添１～４の提出が必要な場合について 

    

ă ╥ ᴴ ᴴ ᶍ ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎᴲ ᶍ

╢ᶊᶃᵣᶅ 42 ᶊ ᵱᶪ ╢ ᵫᵣᶉᵣᵲᶇᵫ ᶨᵪᶆᵡᶪᵾᶠᴲ

ᶍ ╢ᶍ ᶍ ᶱ ᴳᶝᵾᴲסּ ╥ ᶍ ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎᴲ

ᶊᶃᵣᶅᶡ  G

 

   

 
  

 
申請者が法人※４ 

の場合 

申請者が個人の場合 

申請者が未成年かつ 

法定代理人が法人※４の場合 

その他 

賃貸人   -  

援助実施者   -  
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２ 認定基準 

２－１ 居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 
 

（１）関係する法令 

法  第 42条、第 40条第２項第１号・第３項・第４項 

省令 第 18条、20条、第７条第１号・第２号、第８条第３号・第４号 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○居住安定援助賃貸住宅事業者とは、賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要

とする要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況

を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び

助言、その他要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業を実施

する者のことです。 

○賃貸人と援助実施者が異なる場合、これらの者が共同して認定の申請を行うこと

で、一の居住安定援助賃貸住宅事業者とみなします。 

○認定申請者等が欠格要件に該当しないことについて、誓約書において誓約が必

要です（誓約書は任意様式ですが、情報提供システムにより、統一的な内容で出

力されます）。 

○賃貸人及び援助実施者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

者である場合の法定代理人等を含む。）が、欠格要件に該当しないことが必要で

す。 

○サブリースの場合は物件所有者及び転貸人の両方が欠格要件に該当しないこと

が必要です。 

 

２）留意事項 

ⅰ)賃貸人は、原則、１者とすること（共同名義である場合を除く） 

○賃貸人は、自らが居住サポートを行わない場合であっても、居住安定援助賃貸

住宅事業者とみなされます。共同名義である場合を除き、賃貸人は１者として

ください。 

ⅱ）援助実施者は１者とすること（２－３「居住サポート住宅」参照） 

○居住サポートをどのように提供するかに関わらず、申請する援助実施者は１者

とします。複数の者が居住サポートの提供を行う場合には、援助実施者を代表

１者とし、委託契約等によりその他の者との責任関係を明確化してください。 

○同じ住棟であっても、住戸によって援助実施者となる代表者が異なる場合は、

別の居住安定援助計画を作成して申請を行ってください。 

 

■援助実施者の考え方 

居住サポートの体制（イメージ） 援助実施者として考えられる者 

賃貸人自らが居住サポートを行う場合 

（委託する場合を含む） 
賃貸人 
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賃貸人以外が居

住サポートを行

う場合 

一部の居住サポートは賃貸人

が、その他の居住サポートは賃

貸人以外（居住支援法人等）が

実施 

居住支援法人等 

※賃貸人と援助実施者との責

任関係を明確化しておく必要 

すべての居住サポートを賃貸人

以外（居住支援法人等）が実施 
居住支援法人等 

注)住戸により、居住サポートを行う者の代表者が異なる場合は、申請の単位を分ける

こと。 

 

■申請イメージ 
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２-２ 居住サポートの内容及び提供の対価     

２-２-１ 要援助者に対する居住サポートの内容：安否確認 
 

（１）関係する法令 

法  第 41条第６号、第 40条第２項第９号 

省令 第 14条第１号イ、第８条第２号 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○居住サポート住宅に入居する要援助者に対しては、省令第 14 条第１号に定め

る３つのサポート（安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ）全てを提供

することが必要です。 

○うち「安否確認」とは、入居者の無事を確認することです。常時作動し異常の

有無を検知する通信機器の設置又は１日１回以上の訪問等のいずれかにより、

確認することとします。（なお、通信機器については、異常の有無を判断する期

間が 24 時間以内であること、当該機器の故障があった場合には故障があった

ことが適切に検知される仕様であることが必要です。） 

○１日１回以上の安否確認が担保される方法になっているか、異常検知後の対応

結果を認定事業者が把握できる体制になっているかを実施計画と添付書類 

（居住安定援助の内容の概要図）に記載する必要があります。 

○安否確認には、下表のような方法があります。なお、健康管理を目的とするこ

とは、「安否確認」の基準上、必須ではありません。 

 

■安否確認の方法例 

 種類 具体例 

①通信機

器の設

置等 

住宅設備に係るセンサー類 水道使用状況の検知、ドア開閉の検知、

人感センサー 

電力会社のスマートメーター 電気使用量の検知 

IoT 家電 使用状況を検知する照明 

②訪問等 電話 定期的な電話 

ＳＮＳ ※ 定期的かつ双方向のチャット等 

訪問 対面での確認 

ă ∙ ᶍ ᶒ ᶍ ᶍḉḫḋḐᵫ  

֩ᵣᵹᶫᵪ╗ ᵫḉḫḋḐᶱ ᶂᵾᶝᶝᶆᶎ↨ ᶇᶎᶞᶉᵶᶝᵺᶲ֪ 

 

２）留意事項 

ⅰ)安否確認の通信機器に該当しないもの 

○通信機器による安否確認の場合は、当該機器がどのような方法で異常検知する

か、添付書類（機器の種類、仕様がわかるもの）の提出が必要です。 

○緊急通報装置、ペンダント、タブレットのように、入居者の発報によってのみ

異常を検知する機器は、発報できない状況で異常が発生した場合（例：入居者

が発報前に意識を失う等）を検知できないため、安否確認の機器には該当しま

せん。 
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ⅱ)訪問等による安否確認は認定事業者が実施 

○訪問等の実施者は、原則として認定事業者としてください。 

○例外として、認定事業者の責任下での委託も可能です。ただし、委託契約を締

結し、認定事業者が安否確認の実施状況を速やかに把握できる体制になってい

る必要があります。 

○なお、福祉サービスの一部を安否確認とみなして実施することは、各福祉サー

ビスの法令・基準等に抵触するおそれがあるため、基本的に想定しておりませ

ん。居住サポート住宅の入居者が福祉サービスを利用している場合（または今

後利用する場合）、当該福祉サービスに係る法令・基準等を考慮した上で、居住

サポート住宅における安否確認が提供されることに留意が必要です。 

○休祭日も含めて毎日安否確認可能な方法が必要であるため、不定期な訪問とな

る宅配便、郵便配達や新聞・牛乳等の配達を訪問等による安否確認とみなすこ

とはできません。 

ⅲ）方法の組み合わせは可能 

○複数の方法を組み合わせることは可能です。 

例)水曜日は委託事業者等による訪問（安否確認の委託契約締結）、その他は認

定事業者による電話またはＳＮＳによる確認。 

ⅳ）複数人で入居する場合の安否確認の提供 

○入居者が２人以上の場合、状況に応じて、入居者のそれぞれに対して安否確認

を実施することも必要です。 

 

２-２-２ 要援助者に対する居住サポートの内容：見守り 
 

（１）関係する法令 

法  第 41条第６号 

省令 第 14条第１号ロ 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○要援助者に対する３つの居住サポート（安否確認・見守り・福祉サービスへの

つなぎ）のうち、「見守り」とは、月１回以上の訪問等により、入居者の心身・

生活の状況を確認することです。入居者の心身及び生活状況の変化を確認する

必要性から対面を原則としてください。 

○方法・体制・スケジュール等を実施計画と添付書類（居住安定援助の内容の概

要図）に記載する必要があります。 

○電話、ＳＮＳ、見守りの実施者が自宅に訪問するのではなく入居者が援助実施

者の事務所等に来訪することによる方法（例：食事会やレク等への参加）は、

入居者の生活状況の変化（ごみ屋敷になっている等）が把握できないため、不

可となります。 

○対面に類するものとして、入居者とコミュニケーションをとったうえで、スマ

ートフォン等のカメラ（ビデオ通話）で生活状況（家の中の様子）を把握する

方法が可能です。 
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２）留意事項 

ⅰ)見守りの実施者は原則、認定事業者 

○見守りの実施者は、原則として認定事業者としてください。 

○例外として、認定事業者の責任下での委託も可能です。ただし、委託契約を締

結し、認定事業者が見守りによる入居者の心身・生活の状況を速やかに把握で

きる体制になっている必要があります。 

○なお、福祉サービスの一部を見守りとみなして実施することは、各福祉サービ

スの法令・基準等に抵触するおそれがあるため、基本的に想定しておりません。

居住サポート住宅の入居者が福祉サービスを利用している場合（又は今後利用

する場合）、当該福祉サービスに係る法令・基準等を考慮した上で、居住サポー

ト住宅における見守りが提供されることに留意が必要です。 

※ただし、生活困窮者自立支援制度における地域居住支援事業や、生活保護制度

における被保護者地域居住支援事業（P21 において「地域居住支援事業」と総

称する。）を受託して見守りを行う場合は、居住サポート住宅における見守りと

して活用することが可能です。 

 

ⅱ)見守りにより、福祉サービスにつなぐ必要性を判断 

○見守りの対応範囲は、必要に応じて福祉サービスにつなぐための入居者の心身・

生活の状況確認までとします。 

ⅲ)見守りの実施者の職種・資格要件なし 

○訪問等の実施者に職種・資格要件はありませんが、心身・生活状況の変化を確認

できるよう、同一者による見守りの実施、又は心身・生活状況の把握のためのチ

ェックリスト等を用いて、訪問者が変わっても同様の内容を確認可能な体制とす

ることが考えられます。 

<参考> 心身・生活状況の把握のためのチェックリスト例  

心

身

状

況 

外見の観察 □顔色が良くない、急に痩せてきた 

□髪や服装の乱れ、季節にあわない服装 

聞き取り □食事、睡眠、外出状況 

□生活費が不足する等、お金に困っている様子はないか 

□介護等福祉サービスの必要はないか 

生

活

状

況 

家の中を観

察 

□ごみを捨てられない 

□同じものを大量に購入している 

□電気、ガス、水道、電話がとめられている 

□見慣れない人が出入り/不審な電話のやりとりがないか 

ⅳ)複数人で入居する場合の見守りの提供 

○入居者が２人以上の場合、状況に応じて、入居者のそれぞれに対して見守りを

実施することが必要です。 

 

２-２-３ 要援助者に対する居住サポートの内容：福祉サービスへのつなぎ 
（１）関係する法令 

法  第 41条第６号 

省令 第 14条第１号ハ 
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（２）解説 

１）基本的な考え方 

○要援助者に対する３つの居住サポート（安否確認・見守り・福祉サービスへの

つなぎ）のうち、「福祉サービスへのつなぎ」は、入居者の心身・生活の状況の

変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるように、認定事業者が公的機

関やサービス事業者等（以下「つなぎ先」という。）の連絡先を入居者に提供し、

入居者がつなぎ先に相談したことを確認することです（※）。 

※つなぎ先への同行、相談やサービス利用の調整等については、「福祉サービスへ

のつなぎ」の基準上、必須ではありません。 

○入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、公的機関や福祉サービス事業者と

の連携体制が確保されていること（つなぎ先を想定しているか、つなぎ先が民

間事業者の場合は同意を得ているか等）を実施計画に記載する必要があります。

また、つなぎ先リスト等（添付書類 居住安定援助の内容の概要図）が必要で

す。 

２）留意事項 

ⅰ)福祉サービスへのつなぎの実施者は原則、認定事業者 

○福祉サービスへのつなぎの実施者は、原則として認定事業者としてください。 

○例外として、認定事業者の責任下での委託も可能です。ただし、委託契約を締

結し、認定事業者が実施状況を速やかに把握できる体制になっている必要があ

ります。 

○なお、福祉サービスの一部を、福祉サービスへのつなぎとみなして実施するこ

とは、各福祉サービスの法令・基準等に抵触するおそれがあるため、基本的に

想定しておりません。居住サポート住宅の入居者が福祉サービスを利用してい

る場合（又は今後利用する場合）、当該福祉サービスに係る法令・基準等を考慮

した上で、居住サポート住宅における福祉サービスへのつなぎが提供されるこ

とに留意が必要です。 

ⅱ)つなぎ先リストには公的機関が必要 

○申請時の添付書類「つなぎ先リスト」は、要配慮者個々人の主たる課題に応じ

たつなぎ先となる公的機関（地方公共団体、自治体の相談機関）、民間事業者等

の名称・連絡先を明記する一覧表です。公的機関があるにも関わらず活用され

ないことは望ましくないため、つなぎ先リストには公的機関の付記が必要です。 

○自治体の関係部署や外部機関（自治体の相談機関）の一覧表については、認定

主体に確認してください。 

 

■主たる課題に応じた公的機関一覧表例（認定主体が用意） 

主たる課題 自治体 公的相談機関 

生活に困窮する場合 ùù  

ⱱ ᴲ  

֩ ⱱ

ᴲ  ֪

ùù ⱱ

 

 

高齢により福祉サービ

ス等の支援を必要と

する場合 

ùù  

ⱱ  

֩ ᴴ  ֪

ùù ╓ ⱱḃ

ḻḇ  ᴻ
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障害により福祉サービ

ス等の支援を必要と

する場合 

ùù  

ⱱ  

֩  ֪

ùù ⱱḃ

ḻḇ  ᴻ

ひとり親のため支援

を必要とする場合 

ùù  

ᶈᶡּק  

֩  ֪

ùù קּ ᴴ

ⱱḃḻḇ  ᴻ

ⅲ)つなぎ先が民間事業者等の場合は同意書等が必要 

○つなぎ先が民間事業者の場合は、連携を確認する書類として同意書等（担当者

のサイン or 打合せの議事録等の簡易的なものでも可）の添付が必要です。な

お、公的機関は相談を断ることが想定されないため同意書等は不要です。 

ⅳ)つなぐ福祉サービスは民間のサービスを含む 

○入居者の心身及び生活の状況に応じて利用する福祉サービスには、次表のよう

なものがあります。 

公的機関・サービス等 民間の機関・サービス等 

主な支援（例） 

 ・生活困窮者自立支援 

・住居確保給付金 

・介護保険サービス 

・自立生活援助     等 

主な支援（例） 

・食事の宅配サービス 

・地域との交流会 

・移送サービス 

      等 

ⅴ)対応フローでサービス利用までの流れを確認 

○申請時の添付書類に明記する「対応フロー」とは、福祉サービス利用までのつ

なぎ先への連絡主体や認定事業者の把握方法等の流れを明示した図です。 

ⅵ)つないだ結果の確認は随時で良い 

○ 相談機関等につないだ結果、入居者が福祉サービスを利用したかどうかの確認

は、居住サポートを継続し適切に対応していくために必要ですが、前項「２-

２-２ 見守り」の中で確認できれば良いこととします。 

ⅶ)運用上の留意事項 

○ 認定事業者は、居住サポート住宅を運用する上で、入居者の抱える課題に応じ

てつなぎ先リストに記載していない相談窓口等につなぐことも差し支えあり

ません。また、課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合は、まずは「自立

相談支援機関」につないでください。 

 

２-２-４  安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ以外の居住サポート 
 

（１）関係する法令 

法 第 41条第６号 

省令 第 14条第２号 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎだけでなく、

認定事業者が提供する、要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助全般が
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含まれます（要援助者に対して提供する場合だけでなく、居住サポート住宅に

入居する要配慮者に対して提供する場合も含む）。 

 例：通院付添、買い物支援、食事の提供、健康管理、家具等のリース等 

 

２）留意事項 

ⅰ）老人福祉法に規定する「有料老人ホーム」に該当する可能性がある場合は有料老

人ホーム担当と連絡・相談すること 

○居住サポート住宅のうち、入居者の資格を高齢者のみに限るものについては、

一定のサービスを提供する場合に老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）の有料

老人ホームに該当し、同法第 29 条第１項に基づく届出（※）が必要となる場合

があります。有料老人ホームに該当する可能性がある場合は、都道府県、指定

都市又は中核市（以下「都道府県等」という。）の有料老人ホーム担当部署に連

絡・相談してください。 

※認定事業者が、①老人を入居させ、②当該老人に対して「介護」、「食事の提供」、

「家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを提供する場合、老人

福祉法に基づく届出が必要。 

 

２-２-５ 提供の対価                                     
 

（１）関係する法令 

法 第 41条第７号、第 40条第２項第 10号 

省令 第 15条 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○居住安定援助の提供の対価は、居住サポートの内容や頻度に照らして、不当に

高額にならないものとする必要があります。「不当」の例として、居住サポート

住宅において認定事業者が要配慮者にサービスを提供するにあたり、当該事業

者が既に同様のサービスを提供している場合に、その金額よりも高い対価（利

用料）とすること（要配慮者を合理的な理由なく差別化すること）等が考えら

れます。 

○なお、居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎだけで

なく、認定事業者が提供する、要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助

全般が含まれます（要援助者に対して提供する場合だけでなく、居住サポート

住宅に入居する要配慮者に対して提供する場合も含む）。 

 

２）留意事項 

ⅰ)福祉サービスとは切り分けて居住サポートを実施・対価を徴収 

○福祉サービスの一部を居住サポートとみなすことは、各福祉サービスの法令・

基準等に抵触するおそれがあるため、基本的に想定しておりません。そのため、

居住サポート住宅の入居者が福祉サービスを利用している場合（または今後利

用する場合）、居住サポートは当該福祉サービスと切り分けて実施されることに

なるため、当該福祉サービスの利用料とは別に居住サポートの対価を徴収する

ことになります。 
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※居住サポート住宅の認定事業者が地域居住支援事業による見守り等を行う場合

については、委託費として事業費が補助されていることから、地域居住支援事

業による見守り等の範囲（頻度等）で居住サポート住宅の見守り等を兼ねる場

合には、居住サポート住宅の入居者からサポート費用を徴収することは想定さ

れません。ただし、地域居住支援事業による見守り等の範囲を超えて居住サポ

ート住宅としての見守り等を行う場合や、地域居住支援事業による支援の対象

となっていない入居者に見守り等を行う場合には、その分の費用を徴収するこ

とは差し支えありません。 

ⅱ)対価は原則、入居者が負担 

○居住サポートの対価は、基本的には、見守り等の居住サポートを受ける入居者

が負担することを想定していますが、その費用の一部を認定事業者が負担する

ことも差し支えありません。 

ⅲ)対価は幅を持たせた金額で申請可能 

○対価は居住サポートの内容によって変わり得るため、想定する内容をもとに幅

を持たせた金額で申請しても差し支えありません。ただし、運用時に費用を最

大値よりも増額する場合は、認定の変更申請が必要になります。（費用を減額す

る場合は軽微な変更となるため、届出で可） 

 

２-２-６ その他居住安定援助の提供の条件                                     
 

（１）関係する法令 

法 第 40条第２項第 10号 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○居住サポートの提供にあたり、対価以外の条件がある場合は、記載が必要です。 

２）留意事項 

ⅰ)住宅確保要配慮者の属性に応じて提供可能な居住サポートが異なる場合は、記載

が必要 

ⅱ)安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ以外の居住サポートの提供について、

その方法や頻度等に条件がある場合は記載が必要。なお、次に掲げるような事案

が生じないようにしてください。 

・契約に基づかない曖昧な名目での料金の受領 

・強制的な契約の締結や、不実の告知、不利益となる事実の不告知などによる契

約の締結 

・入居者からの契約解除を認めない、契約解除等に際して損害賠償額をあらかじ

め設けるなどの契約条項を盛り込んだ契約の締結 

・契約に基づかない、又は強制的な契約による金銭管理 
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２-３ 居住サポート住宅 

２-３-１ 居住サポート住宅の棟数・戸数 
 

（１）関係する法令 

法 第 41条第４号、第 40条第２項第７号、 

省令 第 16条第２項、第 17条第２項、第６条 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○専用住宅とは、認定住宅のうち、入居者を要援助者及び同居するその配偶者等

に限定した住宅のことで、１戸※以上必要です。 
※地方公共団体が供給促進計画で定めることで専用住宅の戸数の基準を強化可能 

 

２）留意事項 

ⅰ)申請全体の棟数・戸数を記載 

○専用住宅の位置は認定住宅の範囲内で変更することが可能なため、複数棟の場

合は、申請全体の棟数・戸数を記載します。 

ⅱ)申請戸数は「認定住宅」≧「専用住宅」であること 

○認定住宅の一部もしくは全部を専用住宅として運用するため、認定住宅の戸数

は、専用住宅の戸数以上としてください。 

○専用住宅の戸数が１戸以上必要です。 

 

２-３-２ 入居する要配慮者（範囲を定める場合） 
 

（１）関係する法令 

法 第 41条第３号、第 40条第２項第６号 

省令 第 11条 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○以下の観点など、要配慮者の入居を不当に制限しない範囲で、入居を受け入れる

こととする要配慮者の範囲を定めることが可能です。 

・特定の要配慮者の入居を不当に制限するものでないこと 

・対象となる要配慮者が著しく少数となるものでないこと（例：100歳以上のみ

対象とする） 

なお、入居を受け入れることとする要配慮者の範囲は、住棟ごとや住戸ごとで

はなく、基本的に計画単位で定めるものになります。 

○要配慮者の範囲は、居住サポートができない属性がある場合や、特に支援対象と

したい属性がある場合に定めることが考えられます。 

○入居を受け入れることとする要配慮者の範囲を定めている場合、上記を満たし

ている必要があります。 

２）留意事項 
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ⅰ)入居する要配慮者の範囲は、定めなくてもよい 

○要配慮者の範囲は、居住サポートの体制を踏まえ、必要に応じて定めることを

想定しているものであるため、定めない（全ての要配慮者の入居を受け入れる

こととする）ことも可能です。 

 

２-３-３ 規模、構造及び設備 
 

（１）関係する法令 

法 第 41条第１号・第２号、第 40条第２項第４号・第５号 

省令 第９条、第 10条、第 16条第１項、第 17条第１項、第７条第４号、第８条第１号・

第５号・第６号 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○規模とは、居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積のことです。各戸の床面積が、

新築住宅は原則 25㎡以上（共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワ

ー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は 18 ㎡以上）、既存住宅

（建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供

したことのある住宅）は原則 18 ㎡以上（共用部分に台所、収納設備又は浴室若

しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は 13 ㎡以

上）であることが必要です。 

※床面積の基準は、単身世帯を念頭に定めているものであり、２人以上の世帯が

入居する場合は、世帯人数を考慮した適切な床面積を確保すべきであることに

留意する必要があります。 

○共同居住型賃貸住宅である場合、規模並びに構造及び設備の基準が国土交通大

臣及び厚生労働大臣が定める基準（令和７年厚生労働省・国土交通省告示第３

号）に適合する必要があります。 

○消防法・建築基準法に適合している場合、誓約書において誓約が必要です（誓

約書は任意様式ですが、情報提供システムにより、統一的な内容で出力されま

す）。 

○耐震関係規定への適合については、昭和 56 年６月以降に新築の工事に着手し

ているか、昭和 56 年５月以前の場合は耐震関係規定に適合又はこれに準ずる

ものであることが必要です。ただし、申請前に耐震改修ができない特別な事情

がある場合は、工事完了後に耐震関係規定に適合又はこれに準ずる見込みとな

るかを添付資料で示してください。 

 

２）留意事項 

ⅰ)新築住宅と既存住宅で規模の基準が異なる 

○既存住宅とは、「建築工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の

居住の用に供したことのある住宅」をいいます。既存住宅であるかは、基本的

に、申請書別添５又は別添６における「新築住宅・既存住宅の別」の申告が必

要です。 

ⅱ)耐震関係規定の確認は着工・竣工年により判断 
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○計画に竣工年月が記載されていて以下に該当する場合は、新耐震基準を満たす

ものとして取り扱われます（竣工年月の証憑は求めない）。 

  ・１～３階建てで昭和 57年６月以降に竣工  

  ・４～９階建てで昭和 58年６月以降に竣工  

  ・10～20 階建てで昭和 60年６月以降に竣工 

  上記に該当しない場合、昭和 56 年６月以降に着工したことが確認できる書類

（検査済証、建築確認台帳記載事項証明書等の書類）又は新耐震基準等を満た

していることが確認できる書類（耐震診断報告書や耐震改修報告書等）が必要

です。 

○計画に着工年月のみ記載した場合は、当該着工年月を確認できる書類が必要で

す。着工年月が昭和 56年５月以前である場合は耐震診断・耐震改修等により新

耐震基準等を満たすことが確認できる書類が必要です。 

ⅲ)規模、設備の要件は、自治体で計画を定めることにより強化・緩和が可能 

○市区町村及び都道府県が策定する賃貸住宅供給促進計画において、住戸の床面

積及び共同利用設備等の基準を強化・緩和することを可能としています。詳し

くは、自治体にお問い合わせください。 

○賃貸住宅供給促進計画を市区町村及び都道府県の両方が定めている場合、市区

町村の基準にも適合する必要があります。 

 

２-３-４ 家賃その他賃貸の条件 
 

（１）関係する法令 

法 第 41条第５号、第 40条第２項第８号 

省令 第 13条 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないようにする

必要があります。 
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２－４ 認定基準チェックリスト 
 

○認定基準を満たしているか、留意事項をご確認ください。 

 なお、本資料に記載している認定基準・留意事項・提出書類以外にも、各認定

主体（地方公共団体）において、認定基準・留意事項・提出書類を別途定めて

いる場合があります。 

 
  ○：必須、△：該当する場合 

項目 ■認定基準 □留意事項 提出書類 根拠法令 
１.認定事業者 

資格 þ ᶒⱱ ᵫ ֩

ᶊ ֪ᶊ ᵶᶉ r

ø ֩  ֪

ÿ  

ø  

42  

18  

20  

２.居住サポート 

①安否確認 þ╗ ╗ ∙ ᶍ↨ ᵫ ᵴᶫᶪ

ᶆᵡ  ᶅ

 【留意事項】 

ý ֩ ᶍ ֪ ᶍ ᶎ  χ

ý ֩ ᴴ ᶍ ֪ ᶣḁ᷆Ḁḭᴻ

ḳᶊ ᶎᶉᵣ  χ

ý │ ᶍ ᶉ ᵫ ᵴ

ᶫᴲ↨ ᶍ ꞌᶍ ᶫᵫ ᶞ ᶫ

ᶪ  χ

ý ᶇ ᵫᶇᶫᶉᵣ ᴲ

ᵸᶪᶍᶎ  χ

ý ᶍ ᶱוֹ №ᶆᵬᶪḝḵᴻᶊᶉ

ᶂᶅᵣᶪ  χ                         
ø ֩  ֪

ø  

↨ ⱱ ᶍ

ᶍ  

ÿ ֩

᷊ḥᴻḐᶱ≠ ᴲ

ᵪᶃ ᶍ

֪≠  

41  

14  

②見守り þ ᶊ╗ ∙ ᴲ ᵫ ᵴᶫᶪ ᶆ

ᵡ  ᶅ

 【留意事項】 

ý ᴴ ᶍ ᶱטּ ᶆᵬᶪ

֩ ֪ χ

ý ᶣḁ᷆Ḁḭᴻḳᶊ ᶎᶉᵣ  χ

ý ᶍ᷊ᴻḛḁᶆ ᵶᶅᵣᶉᵣ  χ

ý ֩≠ ᶍ ֪ ᵫ ᶩᶍ

ᶱוֹ №ᶆᵬ ḝᶅḵᴻᶊᶉᶂᶅᵣᶪχ             

                  

③福祉へのつな

ぎ 

þᶃᶉᵭᶍ ᵫ ᶆᵡ  ᶅ

  【留意事項】 

ý ᶎ ᶍᶉᵣ  χ

ý ᶃᶉᵭ ᵫ ᵾᶪ ᶊ ∙

ᵴᶫᶅᵣᶪ  χ

ý ᶃᶉᵭ ᶊ ᵫ ᶝᶫᶅᵣᶪ  χ

ý ֩ᶃᶉᵭ ᵫ ᶍ ֪

≥ ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶪ  χ

ý ᵫ᷊ᴻḛḁ ᶱ ᶩ

ᶆ №ᶆᵬᶪḝḵᴻᶊᶉᶂᶅᵣᶪᵪ     

 

  



 

26 

 

 

項目 ■認定基準 □留意事項 提出書類 根拠法令 
④その他の居住

サポート 

þ ḣᴻḨᶊ ᵶᶉᵣ֩ ᵸᶪ ᶎ

ᵰ ᶅᵣᶪ  ֪

 【留意事項】 

ý ӡ ᶱ ᵴᵺᴲӢ ᶊ ᵶᶅ

ᵆ ᵇᴲᵆ ᶍ ᵇᴲᵆּק ᵇ ᶎᵆ

ᵇᶍᵣᵹᶫᵪ ᶃ∙ ᷊ᴻḛḁᶱ

ᵶᶅᵣᶉ  r             

ø ֩  ֪  

⑤居住サポート

の対価 

þ ᵫלּ ᶣ ᶊ ᶨᵶᶅ ᶊ

ᶆᶉ  r

【留意事項】 

ý ⱱ ᶍ╗ ᵰ᷊ᴻḛḁ ᶊ

ᶘ ᶊᶉᶂᶅᵣᶉᵣ  χ                                 

ý ּלᶍ ᴴ ᶍ ᵫ ᵶᵮ ᵬᵮ

ᶉᵣ  χ              

ø ֩  ֪

ÿ ֩╗

ᵰᶊ ᶆ᷊

ᴻḛḁ ᵶᶅ

ᵣᶪ  ֪

᷊ḥᴻḐᶇ ᶍ

╗ ᵰ᷊ᴻḛ

ḁᶍ ᵫᶮ

ᵪᶪ  

41  

15  

⑥居住サポート

の提供の条件 

【留意事項】 

ý ᶉ ᶊᶉᶂᶅᵣᶉᵣ  χ      

ø ֩  ֪ 41  

３.居住サポート住宅 

①専用住宅 þ ᵫ ∙  ø ֩  ֪ 41  

12  

②要配慮者の範

囲（定めてい

る場合） 

þ ᶍ ᶱ ᶊ ᵶᶉ  r

 【留意事項】 

ý ᶍ ᶊᶃᵣᶅ ᶊ ᶉᶡᶍ

ᶆᶉᵣ  χ

ý ᶱ ᵰ ᶫᶪ ᵫ ᵶᵮ

ᶇᶉʝ ᶉᵣ  χ         

 41  

11  

③規模 þ ă ᶱ ᵾᵶᶅᵣ  ᶅ

 【留意事項】 

ý ╗ ֹ ֩ ֪25 Ԝ∙ ᴲ

18 Ԝ∙  ֩ᶝᵾᶎ ᵫ ᶠᶪ

∙  ֪

 ᵾᵿᵶᴲ ᴲ ᴲ ᶱ

ᵸᶪ ᶎ 1Ǝ3 Ԝ∙  

ý ֹⱫᶘ 15 Ԝ N( ∙

ᶍ ╢)Ú10 Ԝ∙ ᴲ Ԝ

∙  ֩ᶝᵾᶎ ᵫ ᶠᶪ ∙

 ֪       

ø ֩  ֪

ø ᶝᵾᶎ 

 

╗ ֹ  

ֹ  

 

ø  

↨ ⱱ

ᶍ ᶒ

ᶍ ᶱ

ᵶᵾ  

41  

 

ᴴ

 

④構造 þ ᴲ ᶉᶈᶍ ᶊ┴ ᵶᶉ

ᵣ֩ ᶊ  ֪

þ ᵫ ᵴᶫᶅᵣ  ᶅ

 【留意事項】 

ý ᵫּז ∙  

ᴴ ֹ 57  

ᴴ ֹ 58  

1H0 20 ֹ 60  

ý ( ∙ ) ᶆ ᵫ

ᶆᵬ  ᶅ                 

ÿ  (S56

∙

ᶍ )  

ᶊ

ᶎᵲᶫᶊ

ᵹᶪᶡᶍᶆᵡ

ᶪᵲᶇᶱ ᶆᵬ

ᶪ  

41  

10  
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項目 ■認定基準 □留意事項 提出書類 根拠法令 
⑤設備 þ╗ ᶍ ă ᶱ ᵧᶅᵣ  ᶅ

【留意事項】 

ý ╗ ֹ ᴲ ᴲ ᴲ ᶡᵶ

ᵮᶎ᷿ḫḷᴻ ᶱ ᵶᶅᵣᶪ֩

ᶆᶡּס  ֪

ý ֹ ᶊ ᴴ ᴴ

ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᶡᵶᵮᶎ᷿

ḫḷᴻ ᵫᵡᶪ֩ᴂ ᶍ

סּ ½ ￼ ᵇᵫ זּ∙  ֪       

 

ø ᶝᵾᶎ  41  

10  

ᴴ

 

⑥家賃 þ ᶍ קּ ᶇ ᵶᶅᵣᶪ

ᵪ 

【留意事項】 

ý ᶍ ᶊ ᵸᶪ

ᶍּק ᶇ              

ø ᶝᵾᶎ  41  

13  

 

※１ 規模（住戸専用面積）の基準 
 新築住宅 既存住宅 

一般住宅 25㎡以上 18㎡以上 

一般住宅で台所等の設備を

一部共用とする場合（一部共

用住宅）※１ 

18㎡以上 13㎡以上 

共同居住型賃貸住宅（シェア

ハウス）※２ 

各専用部分：９㎡以上 

（各専用部分の入居可能者数：１人） 

全体面積：（15Ａ＋10）㎡以上（A≧２） 

ひとり親向け共同居住型賃

貸住宅（ひとり親向けシェア

ハウス）※２ 

各専用部分：12 ㎡以上（全体面積が（15Ｂ＋24Ｃ＋10）㎡以上

の場合は 10㎡以上） 

（各専用部分の入居可能世帯数：１世帯） 

全体面積：（15Ｂ＋22Ｃ＋10）㎡以上（B＋C≧２） 

Ａ：入居可能者数、Ｂ：ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数、Ｃ：ひとり親世帯向け居室の入居

可能世帯数 

 

※２ 設備の基準 
 専用部分に設ける設備 共同利用設備 

一般住宅 台所、便所、収納設備、浴室又は

シャワー室を完備 

 

一般住宅で台所等の

設備を一部共用とす

る場合（一部共用住

宅） 

便所 (右記の共同利用設備 の

基準を満たす場合) 

台所、収納設備、浴室又はシャワー室 

(各居住部分に備える場合と同等以上

の 居住環境が確保されること) 

共同居住型賃貸住宅 

（シェアハウス） 

 便所、洗面、浴室又はシャワー室 

(Ａを５で除した数以上) 

ひとり親向け共同居

住型賃貸住宅 

（ひとり親向け 

シェアハウス） 

 ・便所と洗面(ＢとＣの合計数を３で除し

た数以上) 

・浴室とシャワー室(ＢとＣの合計数を４

で除した数以上かつ浴槽を有する浴室

が１カ所以上) 

Ａ：入居可能者数、Ｂ：ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数、Ｃ：ひとり親世帯向け居室の入居

可能世帯数 
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※１ 一部共用住宅とする場合について 

・台所、収納設備又は浴室（シャワー室を含む。以下同じ。）の少なくともいずれか一つが共用とされ

ている住宅（以下「一部共用住宅」という。）の台所については、必ずしもシステムキッチンを要す

るものではなく、台所としての機能の一部を有する機器（例えば、カセットコンロや湯沸かしポッ

ト等）があれば、台所として取り扱って差し支えない。 

・収納設備については、共用部分等に置かれた各戸専用の物置や、共用の清掃用具等を収納するため

の物置のほか、共用の備品を備える談話室等も収納設備として取り扱って差し支えない。 

・台所、収納設備又は浴室が、各戸が存する住棟に設けられている場合だけでなく、同一敷地内や近

接地に設けられている場合も、共用部分に設けられたものとして取り扱って差し支えない。 

【一部共用住宅として取り扱うことができる例】 

・ 賃貸アパート内の空き室一室を、共用の備品を備える談話室として居住者に開放する場合。 

・ 賃貸住宅団地に隣接する敷地に、各戸専用の物置を備えるプレハブの談話室（上下水道の設備な

し）を設置し、団地居住者の共用とする場合。 

 

※２ シェアハウスとする場合について 

・居住の用に供する部分としては、居間、食堂、台所のほか、浴室、洗面設備、便所、洗濯場、玄関

等（以下「シェア部分」という。）が該当するが、廊下、階段、共用エレベーター、収納設備等の居

住者が留まることを前提としていない部分は該当しないものとして取り扱う。 

・住棟全体の面積として算入できるのは屋内部分に限り、また、面積の判定の際には、居住サポート

住宅以外の住戸であって、シェア部分、廊下、収納設備等（共用の階段又はエレベーターを除く。）

を居住サポート住宅と共用する部分があるものについても、その居住人数及び面積を算入すること

とする。 

【居住の用に供する部分として取り扱うことができる例】 

・ 談話室として居住者に開放された、賃貸アパート内の空き室一室（ただし、各住戸は単身者用） 

 HᶽḴḡᴻḇᴻḣᴻḳᶍ╗ ᶊḎᴻḞḳᶇ⌠ ᶱ ᵶᶅ ᵶᵾ ḁḢᴻḁ 
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２－５ その他留意点 

ⅰ) 既に入居者がいる住戸の認定について 

○既に入居者がいる住戸であっても、計画に記載し、認定を受けることができます。

ただし、専用賃貸住宅は、入居者の資格を要援助者に限るものであることから、認

定を受けた場合には、必ず、要援助者である入居者数と（要援助者のための）空室

数の合計は、専用賃貸住宅の戸数以上である必要があります。 

ⅱ) 居住サポート住宅のシェルター活用について 

○被災者、ＤＶ被害者等で緊急に住宅の確保が必要な者については、入居者資格を満

たさない場合や居住サポート住宅が認定基準に適合しなくなる場合であっても、一

時的に居住サポート住宅の専用賃貸住宅に入居させても差し支えありません。 

○ただし、この場合においても、入居後、遅滞なく、法第 50 条第１項に基づく専用

賃貸住宅の目的外使用の承認を受ける必要があるほか、当該入居についてその承認

を受けることができないような場合（専用住宅が１である場合、入居者を確保する

ことができない期間が３月未満であった場合）には、要援助者の居住ニーズを考慮

し、当該入居者が他の住宅を確保するまでの短期間（概ね６月以内）の使用でなけ

ればならないことに留意が必要です。 

ⅲ) サブリースで居住サポート住宅を供給する場合の留意点 

○サブリース方式を活用する場合、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令

和２年法律第 60号）の規定が適用され、オーナーへの重要事項説明等が必要です。 

 （参考）制度に関する情報：賃貸住宅管理業法ポータルサイト 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/index.html  

ⅳ) 認定事業者の遵守すべき事項 

○認定事業者は、契約締結前の書面の交付及び説明（法第 46条等）、帳簿の備付け（法

第 48条等）や定期報告（法第 49条等）の実施、法第 51 条に基づき省令第 35条に

定める事項に留意して事業を実施してください。 

 
省令第 35条に定める認定事業者の遵守すべき事項 

広告の方法 

・居住安定援助賃貸住宅事業の業務に関して広告をする場合は、国土交通大臣及

び厚生労働大臣が定める表示についての方法（令和７年厚生労働省・国土交通省

告示第６号）を遵守すること。（省令第35条第１項第１号） 

入居者への適

切な説明等 

・入居者に対して説明した事項に変更があったときは、当該入居者に対し、そ

の変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。（同項第２号） 

・入居者に対する居住サポートの提供にあたっては、居住サポートの提供を行

う上で必要な事項について、理解しやすいように説明すること。（同項第９号） 

居住サポート

住宅の適切な

管理 

・管理する居住サポート住宅を良好な状態に保つように維持・修繕し、入居者

の居住の安定の確保に支障を及ぼさないように努めること。（同項第３号） 

居住サポート

の適切な実施 

・居住サポートについて、特定の入居者に対して不当な差別的取扱いをしない

こと。（同項第６号） 

・入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、提供できる居住サポー

トの内容等認定住宅に関し必要な情報の提供を行い、その心身の状況や希

望に応じた居住サポートを提供するとともに、生きがいをもって生活できる

ようにするための機会を適切に提供する等入居者の居住の安定を図るよう

に努めること。（同項第７号） 
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・居住サポートの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とすること。（同

項第９号） 

入居者やその

家族の囲い込

みの禁止 

・福祉サービス等事業者又はその従業者に対して、当該サービス等の利用者や

その家族に認定事業者を紹介することの対償として、金品等の利益を供与し

ないこと。（同項第４号） 

・福祉サービス等事業者又はその従業者から、居住サポート住宅の入居者やそ

の家族を紹介することの対償として、金品等の利益を収受しないこと。（同項第

５号） 

プライバシー

の確保等 

・プライバシーの確保に配慮した運営を行うこと。（同項第８号） 

・正当な理由が無く、業務上知り得た入居者の秘密を漏らさないこと。（同項第

１０号） 

・認定事業者の職員であった者が、正当な理由が無く、業務上知り得た入居者

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。（同項第１１号） 

その他 
・国が定める基本方針及び都道府県・市区町村が定める賃貸住宅供給促進計

画に照らして適切な業務を行うこと。（同項第１2号） 
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２-６ 申請様式・添付書類の記入例     
 

（１）申請様式 

 

  

別記様式第二号（第五条関係） 

xxxx年 xx月 xx日 

 

●●市長  殿 

 

 

（賃貸人）            

●●県●●市●●X－X－X 

●●株式会社 

代表取締役 ●● ●● 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

●●県●●市○○X－X－X  

NPO法人○○     

代表理事 ○○ ○○ 

 

居住安定援助計画認定申請書 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条第１項の規定に基づき、

居住安定援助計画について別紙のとおり認定を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１．認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

２．この書類は、居住安定援助賃貸住宅事業に係る居住安定援助賃貸住宅事業者を構成する賃貸

人及び援助実施者ごとに作成することとし、居住安定援助賃貸住宅事業を廃止する場合に

は、当該居住安定援助賃貸住宅事業に係る居住安定援助賃貸住宅事業者を構成する賃貸人

及び援助実施者ごとに廃止の届出を行うこととする。 
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別紙（新規） 

  

з ⌐ ╢  

╩ ℮  

 

─  

商号、名称 
（ふりがな）●●●●かぶしきがいしゃ 

●●株式会社 

住所 
(主たる事務所 
の所在地)  

（郵便番号 xxx- xxxx             ） （電話番号 xx- xxxx- xxxx    ） 

●●県●●市●●X－X－X 

代表者氏名 

(ふりがな)   ●●●● ●●●● 

生年月日 xxxx年xx月xx日 ●● ●● 

法人の役員 別添１のとおり 

 

宅地建物取引業の免許証番号（宅地建物取引業者である場合） 
●●県知事免許

（xx）xx号 

住宅宿泊管理業の登録番号（住宅宿泊管理業者である場合） 
国土交通大臣（xx） 

第xxxxxxx号 

賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号（賃貸住宅管理業者である場合） 
国土交通大臣（xx） 

第xxxxxxx号 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を受けた事業所（施設） 

が実施する場合） 

xxxxxxxxxx 

訪問介護 

 
障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 

障害福祉サービスの指定等を受けた事業所（施設）が実施する場合） 

xxxxxxxxxx 

居宅介護 

─  

氏名 

（ふりがな） 

生年月日  
 

住所 

（郵便番号       ） （電話番号  ） 

 

法定代理人 
（未成年で 

ある場合） 

法人・個人の別 □法人 □個人 

商号、名称又は 

氏名 

（ふりがな） 
生年月日 

（個人の場合） 
  

住所 
（法人にあっては主

たる事務所の所在地） 

（郵便番号          ） （電話番号            ） 

 

法人の役員 
（法人の場合） 

別添２のとおり 

  

 

宅地建物取引業の免許証番号 
（宅地建物取引業者である場合） 

 

 
住宅宿泊管理業の登録番号 
（住宅宿泊管理業者である場合） 

 

 
賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号 
（賃貸住宅管理業者である場合） 

 

 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を受

けた事業所（施設）が実施する場合） 

 

 

 

障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に規定する障害福祉サービスの指定等を受けた

事業所（施設）が実施する場合） 

 

 

 φ ╥ ᴴ

ᴴ ᶍ

ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎƎ ᶍ

╢ᶊᶃᵣᶅ 42 ᶊ

ᵱᶪ ╢ ᵫᵣᶉ ᵲrᶇ

ᵫ ᶨ ᶆχᵡᶪᵾᶠᴲ

ᶍ ╢ᶍ ᶍ ᶱ

ᴳᶝᵾᴲסּ ╥ ᶍ

ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎᴲ

( )ᶊᵩᵰᶪ ᶊᶃᵣ

ᶅᶡ  G

 ֩ ᵾᵿᵶ  ֪
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⅜ ℮  

─  

商号、名称 
（ふりがな）NPOほうじん●● 

NPO法人○○ 

住所 
(主たる事務所 
の所在地)  

（郵便番号 xxx- xxxx     ） （電話番号 xx- xxxx- xxxx    ） 

●●県●●市○○ X－X－X 

代表者氏名 

(ふりがな)   ●●●● ●●●● 

生年月日 xxxx年xx月xx日 ○○ ○○ 

法人の役員 別添３のとおり 

 

宅地建物取引業の免許証番号（宅地建物取引業者である場合） 
●●県知事免許（xx）

xx号 

住宅宿泊管理業の登録番号（住宅宿泊管理業者である場合） 
国土交通大臣（xx） 

第xxxxxxx号 

賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号（賃貸住宅管理業者である場合） 
国土交通大臣（xx） 

第xxxxxxx号 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を受けた事業所（施設）

が実施する場合） 

xxxxxxxxxx 

訪問介護 

 
障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する

障害福祉サービスの指定等を受けた事業所（施設）が実施する場合） 

xxxxxxxxxx 

居宅介護 

 

─  

氏名 
（ふりがな） 

生年月日   

住所 
（郵便番号              ） （電話番号             ） 

 

法定代理人 
（未成年で 

ある場合） 

法人・個人の別 □法人 □個人 

商号、名称又は 

氏名 

（ふりがな） 
生年月日 

（個人の場合） 
  

住所 
（法人にあっては主

たる事務所の所在地） 

（郵便番号          ） （電話番号            ） 

 

法人の役員 
（法人の場合） 

別添４のとおり 

  

 

宅地建物取引業の免許証番号 
（宅地建物取引業者である場合） 

 

 
住宅宿泊管理業の登録番号 
（住宅宿泊管理業者である場合） 

 

 
賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号 
（賃貸住宅管理業者である場合） 

 

 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を

受けた事業所（施設）が実施する場合） 

 

 

 

障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に規定する障害福祉サービスの指定等を受

けた事業所（施設）が実施する場合） 

 

 

 φ ╥ ᴴ

ᴴ ᶍ ᶱ ᵰ

ᶅᵣᶪ ᶎƎ ᶍ ╢ᶊᶃᵣᶅ

ᶊ ᵱᶪ ╢

ᵫᵣᶉᵣᵲᶇᵫ ᶨ ᶆχᵡ

ᶪᵾᶠᴲ ᶍ ╢ᶍ ᶍ

ᶱ ᴳᶝᵾᴲסּ ╥ ᶍ

ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎᴲ ᶊ

ᶃᵣᶅᶡ  G

 ֩ ᵾᵿᵶ  ֪
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─ ┘ ─ ⌐ ∆╢  

⌐ ∆╢ ה ה╡ ─⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘  

安否確認 

 

方法 
（該当するものすべて）  

☑通信機器 □訪問 ☑電話 □ＳＮＳ 

□その他（                    ） 

頻度※ （最低） １日１回 

異常発生後の 

対応フロー 
☑あり □なし 

委託事業者 

（想定を含む） 
あり（株式会社●●） 

見守り 

 

方法 
（該当するものすべて）  

☑訪問 ☑その他（ スマートフォンでのビデオ通話 ） 

頻度※ （最低） 月に１回 

委託事業者 

（想定を含む） 
なし 

福祉サー

ビスへの 

つなぎ 

つなぎ先リスト ☑あり □なし 

適切につないだ 

ことを確認できる

対応フロー 

☑あり □なし 

委託事業者 

（想定を含む） 
なし 

※最低頻度のみ記載すること。 

 

ה ה╡ ─⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ─  

安否確認   ～         円/月・回 

見守り   ～         円/月・回 

福祉サービスへのつなぎ   ～         円/月・回 

合計額 
（設定している場合） 

3,000  ～    4,000  円/月 

 

─ ─ ┘ ─ №╢  
（内容） 

╪  
対価（月額・１時間・１回） 1,000  ～ 3,000 円 

 対価（月額・１時間・１回）  ～ 円 

 

 

 

 

 

∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢  

・入居を受け入れる範囲は高齢者・子育て世帯等だが、居住安定援助のうち通院同行につい

ては高齢者世帯のみを対象に提供する 

 

 φ ↨ ᶍ ᴴ ᶎ

ᵪ֩ ᶊ  ֪

 φ ᶍɭ ᴴ ᶎ ᵪ

֩ ᶊ  ֪

 φ ᶃᶉᵭᶍ ᶎ ᵪ

֩ ᶊ  ֪

 φ ᶎלּ ᶊ

ᶆᶉᵣ  χ

 φ ᴴ ⱱ ∙ ᶍ ᶊ ᵶᶅ↨ ᴴ ᶩᴴ ᷊ᴻḛḁᶗᶍᶃᶉᵭᶱ ᵥ  

ᴴ֩ ⱱ ᴴ ⱱ ∙ ᶍ ᶊᵪᵪᶮᶨᵹ֪↨ ᴴ ᶩᴴ ᷊ᴻḛḁᶗᶍ

ᶃᶉᵭ∙ ᶍ᷊ḥᴻḐᶱ ᵸᶪ   ᶎᴲ ֯ᶊᵼᶍ ᴴ לּ  ɵ

 φ ḣᴻḨᶊ ᵶᶉᵣ  χ

ӡ ᶱ ᵴᵺᴲӢ ᶊ ᵶᶅᵆ ᵇᴲᵆ ᶍ ᵇᴲᵆּק ᵇ ᶎᵆ

ᵇᶍ ᶉᵮᶇᶡ╗ᶃᶍ᷊ᴻḛḁᶱ ᵸᶪ ᶊ 

 φ ≠ ᵸᶪ ᶎ≠ ᶱ

ᵶᶅᵣᶪ  χ

ă ᶍ ᶎᴲ֩ ֪ᶇ ᵸᶪ

ᵲᶇ 



 

35 

 

  

─ ה  

申請棟数 ２ 棟 

申請戸数 
認定住宅 20 戸 

 専用賃貸住宅 ７ 戸 

 

╩ ↑ ╣╢↓≤≤∆╢ ─ ╩ ╘╢  

入居を受け入れ

ることとする 

主な住宅確保 

要配慮者 

☑低額所得者 

□被災者（災害から３年以内） 

☑高齢者 

☑障害者 

☑子どもを養育している者 

□外国人 

□中国残留邦人等 

□児童虐待を受けた者 

□ＤＶ被害者 

□ハンセン病療養所入所者等 

□帰国被害者等 

□犯罪被害者等 

□保護観察対象者等 

□刑の執行のため刑事施設に収容されてい

た者等 

□困難な問題を抱える女性 

□生活困窮者 

□国土交通大臣が指定する災害の被災者 

□その他都道府県又は市区町村の供給促進

計画において定められた者  

詳細がある場合は以下に 

具体的に記入 

 

и ─ ∆╢ │⁸ ↔≤⌐ ∆╢↓≤  

─ ┘  

住宅の名称 

（ふりがな）●●はいつ 

●●ハイツ 

所在地 
（住居表示※） 

（郵便番号  xxx- xxxx    ） 

●●県●●市△△X－X－X 

住宅に 

関する権原 

☑ １．所有権 □２．賃借権 □３．使用貸借による権利 

（期間    年   月   日から   年   月   日まで） 

※住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。 

─ ┘⌐ ┘  

居住部分の 

規模※ 

（最小）            18 ㎡ 

詳細は別添５のとおり 

（共同居住型賃貸住宅の 

場合は別添６） 

（最大）            35 ㎡ 

構造及び設備 

共同利用設備 ☑ あり □ なし 

□共同居住型賃貸住宅として使用 

構造             鉄骨 造 

着工又は竣工の

年月 
□着工 ☑竣工      2000 年     ３ 月 

その他 
□認定後に耐震改修の工事を行い、工事完了後に耐震性等を確保する場合

(工事完了予定     年     月)  

  ※認定申請対象戸数が１戸の場合には、「居住部分の規模」は「（最小）」の欄に記載すること。 

 φ ᵫ ∙

ᵪ 

 φ ᶍ ֩ ֪

ᶣ ᶍ ᵫ

ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ  χ

 φ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ

ᵪ 

 φ ᶍ ᶱ

ᶊ ᵸᶪᶡ

ᶍᶆᶉᵣ  χ

 φ ᶱ ᵰ ᶫᶪᵲ

ᶇᶇᵸᶪ ᵫ

ᵶᵮ ᶇᶉᶪᶡ

ᶍᶆᶉᵣ  χ

 φ ᶇ ᵶᵾ

ᶊ ᵫ ᵣ

ᵪ 
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─ ∕─ ─ ⌐ ∆╢  

家賃の概算額※ 
（最低）約              40,000 円 詳細は別添５のとおり 

（共同居住型賃貸住宅の場合は

別添６） （最高）約              80,000 円 

共益費の概算額※ 
（最低）約               5,000 円 

（最高）約           円 

敷金の概算額※ 
（最低）約              40,000 円 

（最高）約              80,000 円 

その他賃貸の条件

に関する事項 
なし 

※認定申請対象戸数が１戸の場合には、それぞれの概算額は「（最低）」の欄に記載すること。 

⌐ ∆╢ ∑  

商号、名称

又は氏名 
●●株式会社 ●●部 ●● ●● 

連絡先※ xx- xxxx- xxxx 

※「連絡先」欄には連絡のとれる電話番号を記載すること。 

 

 φ קּ ᵫᴲ ᶍ קּ

ᶇ ᶱ ᵶᶉᵣχ  
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別添１ <賃貸人が法人の場合> 
 

 

 

 

商号、名称 

 

●●株式会社 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）●●●● ●●●● 

xxxx年xx月xx日 代表取締役 
●● ●● 

（ふりがな）●●●● ●●●● 

xxxx年xx月xx日 ●●支店支店長 
●● ●● 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

 

 φ ╥ ᴴ

ᴴ

ᶍ

ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎ

42 ᶊ

ᵱᶪ ╢ ᶊ

ᵶᶉᵣᵲᶇᵫ

ᶨ ᶆχᵡᶪᵾ

ᶠᴲ ᶍ ╢ᶍ

ᶍ ᶱ  סּ

 ֩ ᵾᵿᵶ  ֪

 φ ╢ᶍ ∫ᶎᴲ

ᶱ ᵸᶪ ╢ᴲ

ᴲ ᶎᵲᶫᶨᶊ

ᵹᶪ ֩ ᶆᶎᶉ

ᵮᴲᵲᶫᶨᶇ ∙ ᶍ

ᶱ ᵸᶪᶇ ᶠᶨ

ᶫᶪᵪᶆ  ֪
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別添２ <賃貸人の法定代理人が法人の場合> 

 
  

─  

 

商号、名称 

 

●●株式会社 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）●●●● ●●●● 

xxxx年xx月xx日 代表取締役 
●● ●● 

（ふりがな）●●●● ●●●● 

xxxx年xx月xx日 ●●支店支店長 
●● ●● 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

 

 φ ╥ ᴴ

ᴴ

ᶍ

ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎ

42 ᶊ

ᵱᶪ ╢ ᶊ

ᵶᶉᵣᵲᶇᵫ

ᶨ ᶆχᵡᶪᵾ

ᶠᴲ ᶍ ╢ᶍ

ᶍ ᶱ  סּ

 ֩ ᵾᵿᵶ  ֪

 φ ╢ᶍ ∫ᶎᴲ

ᶱ ᵸᶪ ╢ᴲ

ᴲ ᶎᵲᶫᶨᶊ

ᵹᶪ ֩ ᶆᶎᶉ

ᵮᴲᵲᶫᶨᶇ ∙ ᶍ

ᶱ ᵸᶪᶇ ᶠᶨ

ᶫᶪᵪᶆ  ֪
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別添３<援助実施者が法人の場合> 

 

 

 

商号、名称 NPO法人○○ 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）●●●● ●●●● 

xxxx年xx月xx日 代表理事 
○○ ○○ 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

 

 φ ╥ ᴴ

ᴴ

ᶍ

ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎ

42 ᶊ

ᵱᶪ ╢ ᶊ

ᵶᶉᵣᵲᶇᵫ

ᶨ ᶆχᵡᶪᵾ

ᶠᴲ ᶍ ╢ᶍ

ᶍ ᶱ  סּ

 ֩ ᵾᵿᵶ  ֪

 φ ╢ᶍ ∫ᶎᴲ

ᶱ ᵸᶪ ╢ᴲ

ᴲ ᶎᵲᶫᶨᶊ

ᵹᶪ ֩ ᶆᶎᶉ

ᵮᴲᵲᶫᶨᶇ ∙ ᶍ

ᶱ ᵸᶪᶇ ᶠᶨ

ᶫᶪᵪᶆ  ֪
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別添４<援助実施者の法定代理人が法人の場合> 

 
  

─  

 

商号、名称 

 

NPO法人 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）●●●● ●●●● 

xxxx年xx月xx日 代表理事 
●● ●● 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

 

 φ ╥ ᴴ

ᴴ

ᶍ

ᶱ ᵰᶅᵣᶪ ᶎ

42 ᶊ

ᵱᶪ ╢ ᶊ

ᵶᶉᵣᵲᶇᵫ

ᶨ ᶆχᵡᶪᵾ

ᶠᴲ ᶍ ╢ᶍ

ᶍ ᶱ  סּ

 ֩ ᵾᵿᵶ  ֪

 φ ╢ᶍ ∫ᶎᴲ

ᶱ ᵸᶪ ╢ᴲ

ᴲ ᶎᵲᶫᶨᶊ

ᵹᶪ ֩ ᶆᶎᶉ

ᵮᴲᵲᶫᶨᶇ ∙ ᶍ

ᶱ ᵸᶪᶇ ᶠᶨ

ᶫᶪᵪᶆ  ֪
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別添５<一般住宅の場合> 

 
  

─ ┘  

─  

●●ハイツ 

※棟ごとに作成すること。 

 

─ ┘  

専用部分

の床面積

（㎡） 

設備※１ 
住戸数 

（戸） 

住戸番号 
（該当するものを

全て記載） 

月額家賃 

（概算額） 

（円） 

新築住宅 

・既存住宅

の別※２ 

完 

備 

便 

所 

台 

所 

収 

納 

浴 

室 

18  ○  ○ ○ 
５ 101,102,103,  

104,105 

40,000～ 

45,000円 

 

20～25  ○ ○  ○ 
３ 

201,202,203 
 50,000～ 

  60,000円 

 

25～35 ○     
２ 

301,302 
 70,000～ 

 80,000円 

 

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

注１）住戸のタイプ別（規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別）にまとめて記載すること。 

注２）設備欄の『完備』は、各戸に便所、台所、収納及び浴室の全てを備えるものを表す。 

注３）浴室はシャワー室を含む。 

※１ 有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 

※２ 新築住宅の場合のみ○を記載すること。 

 

 

 

設備等※ 

台所 ○ 

収納 ○ 

浴室  

※有りの場合のみ○を記載すること。 

 

 φ ᶍ ֩ ᵫ֪ ᶱ ᵾᵶᶅ

ᵣᶪ  χ

 φ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ  χ

 φ קּ ᵫᴲ ᶍ קּ ᶇ ᶱ

ᵶᶉᵣ  χ
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別添６<共同居住賃貸住宅（シェアハウス）の場合> 

 
  

─ ┘  

─  

●●ハウス 

※棟ごとに作成すること。 

─ ┘  

専用部分

の床面積

（㎡） 

設備※１ 
住戸数 

（戸） 

住戸番号 
（該当する

ものを全て

記載） 

月額家賃 

（概算額）

（円） 

新築住宅・
既存住宅 

の別※２ 

完 

備 

便 

所 
洗 

面 

浴 

室 

台 

所 

洗 
濯 
室 

18～20  ○ ○ ○   ５ 101～105 
25,000～

30,000円 

 

22  ○ ○  ○  ５ 201～205 
40,000～

45,000円 

 

           ～  円  

           ～  円  

注１）住戸のタイプ別（規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別）にまとめて記載すること。 

注２）設備欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び洗濯室の全てを備えるものを表す。 

注３）浴室はシャワー室を含む。 

※１ 有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 

※２ 新築住宅の場合のみ○を記載すること。 

 

設備等※１  
 
  

     

 ○ ２ 10 ５ 

 ○ ２ 

（うち浴室（シャ

ワー室を除く）の

数：２） 

10 ５ 

 ○ １   

 ○ １   

 ○ １   

 ○ ２   

※１ 有りの場合のみ○を記載すること。  

※２ 想定利用住戸には、認定の対象としない住戸も含めること。 

※３ ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の場合にあっては、共同居住型賃貸住宅（ひとり親世帯居住安定援助

賃貸住宅を除く。）の入居可能者数及びひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数の合計数（以

下同じ。)  

 

═  

全住戸※の 

入居可能者数等 

当該地域における最低延べ床面積 

（基本：全住戸の入居可能者数×15＋10） 
住棟の延べ床面積 

（㎡）※ 

20 310 500 

 

 φ ֩ ᶍ֪ ᵫ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ  χ

 φ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ  χ

 φ קּ ᵫᴲ ᶍ קּ ᶇ ᶱ ᵶᶉᵣ  χ

 φ ￼ ᶍ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ  χ

 φ Ⱬᶘ ᵫ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ  χ
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（２）添付資料（任意様式） 

■添付書類「誓約書」（任意様式） 
 

 

  

 

⅜ ─  
認定申請者 

氏名 読み仮名 生年月日 性別 住所 

     

建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人 

氏名 読み仮名 生年月日 性別 住所 

     

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人 

氏名 読み仮名 生年月日 性別 住所 

     

 

⅜ ─  
認定申請者 

氏名 読み仮名 生年月日 性別 住所 

●● ●● ●●●● ●●●● xxxx年xx月xx日 男性 ●●県●●市●●X－X－X 

建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人 

氏名 読み仮名 生年月日 性別 住所 

     

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人 

氏名 読み仮名 生年月日 性別 住所 

     

（注１）記入欄が不足する場合は、行を追加して記入してください。 

（注２）宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第３号に規定する宅地建物取引業者、住宅宿泊

事業法（平成29年法律第65号）第２条第７項に規定する住宅宿泊管理業者又は賃貸住宅の管理業務

等の適正化に関する法律（令和２年法律第60号）第２条第３項に規定する賃貸住宅管理業者につい

ては、「当該法人の役員」欄の記載を省略することができます。 

 φ ᵸᶘᶅᶍ ᶒⱱ ֩

ᶡ ᶟ֪ᵫ ᵶᶅᵣᶪ χ

xxxx年 xx月 xx日 

  ●●市長 殿 

（賃貸人） 

●●県●●市●●X－X－X 

●●株式会社 

代表取締役 ●● ●● 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

●●県●●市○○－X－X 

NPO法人○○ 

代表理事 ○○ ○○ 

 

誓 約 書 

 

私は、次の各号のいずれにも該当することを誓約します。なお、認定申請者等の氏名、読み仮名、生年月

日及び住所については、別添に記載するとおりです。 

一 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 

ハ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第56

条第１項又は第２項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過し

ない者 

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定

する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（リにおいて

「暴力団員等」という。） 

ホ 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者 

へ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでの

いずれかに該当するもの 

ト 法人であって、その役員又は使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 

チ 個人であって、その使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

ヌ 建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人がイからリまでの

いずれかに該当するもの 

二 申請の内容が、次に掲げるもののいずれにも該当すること 

イ 消防法（昭和23年法律第186号）若しくは建築基準法（昭和25年法律第201号）又はこれらの法

律に基づく命令若しくは条例の規定（ロに規定する規定を除く。）に違反しないものであること 

ロ 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するも

の又はこれに準ずるものであること 

ハ 基本方針（居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画に定められている市町村の区

域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸

住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画に定められている都道府県の区域（当該市町村の区域を除

く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画）に照らして

適切なものであること 

 ᶍ ᶎᴲ ᷿ḁḎ

Ḩᶊᶧɭ ᴲ ᶊ ╗ ᶉ ᶆ

ᵴᶫ  ᶅ
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宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第３号に規定する宅地建物取引業者については、「当

該法人の役員」及び「当該法人の使用人」欄、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第２条第７項に

規定する住宅宿泊管理業者又は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２年法律第60号）第

２条第３項に規定する賃貸住宅管理業者については、「当該法人の役員」欄の記載を省略することがで

きます。 

 ᶍ ᶎᴲ ᷿ḁḎḨᶊᶧɭ ᴲ ᶊ ╗

ᶉ ᶆ ᵴᶫ (ᶅ )  



 

45 

 

■添付書類 居住安定援助の内容の概要図（任意様式） 
 

 

. ה ꜟכꜙ☺◔☻ה  

担当人数・ 
体制確保の
見通し 

対象 
人数 

住棟名・住戸数 スケジュール 方法 
無事が確認できない 

場合の対応 

ù   
ùùḴḀḏḻḁ 

 
14  ḃḻ᷊  ᴻ

ᴴ ᶆ ᶱ

 

ùùᶊ≠    
ùùḴḀḏḻḁ 

 
  ᶆ ᶱ  

※住棟・住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 

 

 

 

 

 

 

 

─ ⌐╟╢ ╩ ℮  

機器の種類、仕様(異常検知の条件)等が確認できるもの 

（記入例略）機器のパンフレット、取扱説明書 

 

─ ⱨ꜡כ 

 機器の提供事業者 認定事業者 管理会社／親族等 

役
割 

ᴴ ᶍ  

ᴴ│ ᶍ  

ᴴ ᶱ  

ᴴ  

ᴴ ᶍוֹ  

ᴴ ᶱ  

ᴴ ᴲ ᶍ  

平
時 

 

 

 

  

異
常
検
知
後 

 

 

 

 

 

  

 

│  

ᴴ ᶊḃḻ᷊ᴻ ᶱ

 

ᴴ│ ᶍ ᶱ

֩ⱱ  ֪

ⱱ ᴲ ᶊ

֩  ֪

ᶊ ( )  

ᶱ  ᶍ  

ᶹḻḇᴻḣḻᴲḖḋ᷄ᴲᵼᶍ ᶆ ᴲ ḩᴻ

ḇᴻᴴḥḁḐ ᴲ ᶊ ᵬ ᶞ 

ă ᶍ ᴲᵸᵯᶊ ᶱשׁ  

וֹ ᶱ

 

 

 

ᶣ ᶊ ᵸᶪ ᶊ

ᶧᶩ שׁ ᶍ ᶱ  

 φ ᶊ ᵫ ᶆᵬᶪ

ᶊᶉᶂᶅᵣᶪ  χ

 φ ≠ ᵫ ᶝᶂᶅᵣᶪ ᶎᴲ (∏

ᶆᶡּס)ᶱ ᵶᶅᵣᶪ  χ

 φ ≠ ᶍ ᴲ ᵫ↨ ᶍ

ᶱוֹ №ᶆᵬᶪ  χ

 φ ᶣḁ᷆Ḁḭᴻḳᶎ ᶍᶉᵣ ᵪ 

ă ⱱ ᶍ ᶞ֩ ᴲ

֪ᶊꞌᵷᵾ ᶍ ᵫ ᶝᶫ

ᶅᵣᶪ  χ

 φ ḝḵ ᶊᴻ ᶉ ᵫ ᵴᶫ ↨Ǝ ᶍ ꞌᶍ ᶫᵫ ᶞ ᶫᶪ  χ

 φ │ ᶊ ᶇ ᵫᶇᶫᶉᵣ ᶍ ᴲ ᵫ ᶱ ᵥᵪᴲ

ᵫ ᵶᶉᵣ ᶎ ᶍ ᶱוֹ ᵫ №ᶆᵬᶪḝḵᴻᶊᶉᶂᶅᵣᶪ

ᵪᴳᶝᵾᴲ ᶇ≠ ᶱ ᵶᶅᵣᶪᵪ֩ ᶊ ᵶᶅᵣᶪ ᶍᶞ֪ 
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╡ 

ה ꜟכꜙ☺◔☻ה  

担当人数・ 

体制確保の

見通し 

対象 

人数 
住棟名・住戸数 スケジュール 方法 不在時の対応 

○人 ７ 
●●レジデンス 

７戸 

第３水曜日 

13～17時 
訪問 

入居者と電話で日程調整

のうえ、別日に訪問 

※住棟・住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 

 

 

⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘  

 

担当人数・ 

体制確保の見通し 
●人 

 

≈⌂⅞ ꜞ☻♩ 

 

主たる課題 自治体 自治体の相談機関 
民間事業者、 

NPO法人等 

 

同意書等の日付 

生活に困窮する場合 

○市生活支援課

○○係 

○市保護課○○

係 

●●自立相談支

援機関 

 

○○市社会福祉協

議会 
 

高齢により福祉サー

ビス等の支援を必要

とする場合 

○市高齢者支援

課○○係 

●●地域包括セ

ンター 

社会福祉法人○○

会 
2025. 10.１ 

障害により福祉サー

ビス等の支援を必要

とする場合 

○市障害者支援

課○○係 

●●基幹相談支

援センター 
  

 

≈⌂⅞ ─  

（書式例略、担当者のサイン、打合せの議事録等も可） 

 

╡⅛╠ ─≢╕←⌂≈┼☻ⱦכ◘ ⱨ꜡כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӡ ǽ ǚ ȞºȼȢǡ ȅ  

Ӣ ꞌ ȅ  

 

 

 

 

Ǘǝǁ  

( ¤Ȟºȼ

Ȣ ) 

È É 
ӣ ¤  

ӤǗǝǁ ǡ  

ӧ ǽǚ № 

ӥ È ǡ Ǟ ǚǀǾ É 

ӥ« ¤  

È ⱱƿ ǝ É 

ӦȞºȼȢ  

 φ ᶣḁ᷆Ḁḭᴻḳᶎ ᶍᶉᵣ

ᵪ 

ă ⱱ ᶍ ᶞ֩ ᴲ

֪ᶊꞌᵷᵾ ᶍ

ᵫ ᶝᶫᶅᵣᶪ  χ

 

 φ ≠ ᵫ ᶝᶂᶅᵣᶪ ᶎᴲ (∏ᶆ ɟּס)ᶱ ᵶᶅᵣᶪ  χ

 φ ≠ ᶍ ᴲ ᵫ ᶩᶍ ᶱוֹ №ᶆᵬᶪ  χ

 φ ᶃᶉᵭ ᵫ ᶊᵩᵰ

ᶪᵆ ᶱ ᵰ ᶫᶪᵲᶇ

ᶇᵸᶪ ᶍ ∫ᵇ

ᶊꞌᵷᵾ ᵾᶪ

ᶊᴲ ∙ ᵴᶫᶅᵣ

ᶪ  χ

 φ ᵾᶪ ᶍᶃᶉᵭ

ᶊ ᵫ ᶝᶫᶅ

ᵣᶪ  χ

 φ ᶃᶉᵭ ᵫ

ᶍ ᶎ ≥ ᶱ

ᵶᶅᵣᶪ  χ
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■添付書類「居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図（任意様式）」 

 
 

 

■添付書類「耐震関係規定に適合又はこれに準ずるものであることを確認できる書類」（任意

様式）<竣工年月が新耐震基準以前の場合> 

 
 

 

（３）参考資料 

■参考資料 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類（任意様式） 

 
 

 

  

（書式例略）規模・設備が確認できるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記入例略）書類例 

・耐震診断の結果報告書 

・建設住宅性能評価書 

・住宅瑕疵担保履行法第19条第２号の保険契約締結書 

☻ⱦכ◘  

Ợ ה╡   

訪問 月１回   2,000円/月 

センサー(電球)  電球のスイッチON/OFFで安否確認 
 駆けつけなし 2,000円/月 

 駆けつけあり 4,000円/月 

Ợ ⁸ ™  

平日 １時間 1,000 ～ 2,500円 

土日祝日 １時間   2,500円 

年末年始 １時間   3,000円 
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３ 変更、廃止等 

３－１ 変更 
 

（１）関係する法令 

法 第 44条、第 45条 

省令 第 21条、第 22条、第 2４条 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○認定事業者が計画内容を変更する場合、変更申請が必要です。ただし軽微な内容

（下表）を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。 

 

別記様式第２号の項目 「軽微な変更」の内容 

１．居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 

・ 認定事業者が法人の場合、法人

の役員の氏名 

・ 認定事業者が未成年の個人で

その法定代理人が法人の場合、

その代表者及び役員の氏名 

２．居住安定援助の内容及び提供の対価に関

する事項 

・ 対価の減額 

３．居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 ・ 専用住宅の戸数の増加 

４．入居を受け入れることとする住宅確保要配

慮者の範囲 

－ 

５．居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 ・ 住宅の名称 

６．居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造

及び設備 

－ 

７．居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に

関する事項 

・ 家賃、敷金および共益費の概算

額の減額 

８．入居に関する問合せ先 ・ 連絡先の変更 

その他 
・ 認定主体が事業の実施に支障

がないと認めるもの 

 

２)留意事項 

ⅰ）別記様式第２号の変更に伴い、別添及び添付書類の再提出が必要 

○別記様式第２号の変更内容が別添及び添付書類に関わる場合、別添及び添付書

類の再提出が必要です。 

ⅱ)別記様式第２号以外の変更は、変更申請・届出不要 

○別添及び添付書類のみの変更、その他別記様式第２号以外の変更（例：下表）

の場合は、変更申請・届出不要です。 

居住安定援助

賃貸住宅 

・専用住宅の位置 

・便所や台所、浴室等のリフォーム 等 

居住安定援助 ・安否確認を行う通信機器の位置の変更、交換 等 
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ⅲ)認定事業者の地位を承継する場合、別途、認定主体の承認が必要 

○売買、相続、法人の合併等に伴い賃貸人等が変わる場合には、認定主体の承認

を受けて、認定事業者の地位を引き継ぐことができます。引き継ぐ場合は、計画

の変更申請及び、地位の承継の申請（別記様式第６号）が必要です。 

ⅳ)認定住宅がセーフティネット登録住宅にも該当する場合、登録内容の変更も必要 

○セーフティネット住宅への登録も行っている場合であって、別記様式第２号別

紙のうち、以下の内容を変更する場合は、セーフティネット住宅の登録内容も

変更する必要があります。 

 

１．居住安定援助

賃貸住宅事業

を行う者 

賃貸人が法人の場合 商号、名称、代表者氏名、住所 

賃貸人が個人の場合 合）、氏名、住所 

４．入居を受け入れることとする住宅確保要

配慮者の範囲 

すべての項目 

５．居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 所在地 

６．居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備 
すべての項目 

７．居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃

貸の条件に関する事項 

家賃の概算額、その他賃貸の条

件に関する事項 
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（３）変更申請記入例 

＜認定を受けた住棟はそのまま、認定住宅の戸数を５戸追加する場合の記入例＞ 

（○○アパート/20㎡/301～305号室を追加） 

 
  

別記様式第四号（第二十二条第一項関係） 
年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  
  

（賃貸人）            
●●県●●市●●X－X－X 
●●株式会社 

代表取締役 ●● ●● 
（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

●●県●●市○○X－X－X  

NPO法人○○     
代表理事 ○○ ○○ 

居住安定援助計画の変更申請書 
 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 44条第１項の規定に基づ

き、居住安定援助計画の変更の認定を申請します。 

 

認定番号 xxxxxxxx 

変更に係る事項 変更前 変更後 
変更予定 

年月日 
変更理由 

別記様式第２号「３．居

住安定援助賃貸住宅の棟

数・戸数」 

認定住宅：20戸 認定住宅：25戸 令和ｘ年

10月１日 

認定住宅の戸数

を追加するため 

別記様式第２号「５．居

住安定援助賃貸住宅の規

模及び設備」 

居住部分の規模

（最小）：25㎡ 

居住部分の規模

（最小）：20㎡ 

同上 同上 

別添５「２．専用部分の

規模及び設備等」 

専用部分の床面

積：25～30㎡ 

住戸数：10戸 

住戸番号：101～

110、201～210 

専用部分の床面

積：20～30㎡ 

住戸数：15戸 

住戸番号：101～

110、201～210、

301～305 

同上 同上 

 

 φ ᶍ ᵫ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪ  χ

֩ ᶍ ᴲ ᵸᶪנּ ᶍ ᴲ ᶒ ᵫ ᶱ ᵾᵶᶅᵣᶪᵪ ֪

 φ ᶒ ᶱ ᵶᶅᵣᶪ  χ

֩ ᶍ ᴲ ᶒ ᵆ ↨ ⱱ ᶍ ᶒ ᶍ ᶱ

ᵶᵾ ᵇᵫ ᵶᶅᵣᶪᵪ֪  
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＜相続等に伴い賃貸人が変わる場合の記入例＞ 

（親から相続し、事業を継承する場合） 

■別記様式第６号（認定事業者の地位の承継に係る承認申請書） 

※「地位の承継の事実を証する書類」（任意様式）を添付する 

 
 

■別記様式第４号 

 

 

 

 

 
  

別記様式第六号（第二十四条関係） 
年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  

（賃貸人）            

東京都○○区○○町xx- xx 

□□ ×× 

          

認定事業者の地位の承継に係る承認申請書 

 

認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得したため、国土交通省・厚生労働省関係住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 24条の規定に基づき、認定

事業者の地位の承継の承認を申請します。 

 

認定番号 xxxxxxxx 

地位の承継前の居住安定援助賃貸住宅事業を

行う者の商号、名称又は氏名 
□□ △△ 

承継予定年月日 令和x年x月x日 

地位の承継が生じた原因 相続 

備考 

地位の承継の事実を証する書類及びその写しを添えて提出すること。 

別記様式第四号（第二十二条第一項関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  

 （賃貸人）            

東京都○○区○○町xx- xx 

□□ ×× 

居住安定援助計画の変更申請書 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 44 条第１項の規定に基づ

き、居住安定援助計画の変更の認定を申請します。 

 

認定番号 xxxxxxxx 

変更に係る事項 変更前 変更後 
変更予定 

年月日 
変更理由 

別記様式第２号「１．居

住安定援助賃貸住宅事業

を行う者」 

□□ △△ □□ ×× 令和ｘ年ｘ

月ｘ日 

相続による地位

継承 
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３－２ 目的外使用 
（１）関係する法令 

法 第 50条 

省令 第 31条、第 32条、第 33条 

 

（２）解説 

１）基本的な考え方 

○専用住宅の入居者を３か月以上確保できなかった場合（不動産ポータルサイト等

への掲載により適切に入居者を募集していたにもかかわらず、入居者を確保する

ことができなかった場合）に、認定主体の承認を受けて、一部の専用住宅を要援

助者以外の者に賃貸することが可能です。 

 

２)留意事項 

ⅰ)専用住宅すべてを目的外使用しないこと 

ø ᶎ ⱱ ᶍᵾᶠᶍ ᶆᵡᶩᴲ ᶇᵶᶅ ă∙ ᵰᶪᵲᶇᵫ

ᶆᵸ ᵼGᶍᵾᶠƎ ᵸᶘᶅᶱ ᵸᶪᵲᶇᶎᶆᵬᶝᵺᶲ֩

ᵫ ᶍ ᴲ ᵸᶪᵲᶇᶎᶆᵬᶝᵺᶲ֪ᴳ 
 ※地方公共団体が専用住宅戸数の基準を強化している場合はその戸数以上 

ⅱ）定期建物賃貸借契約（契約期間は最大５年間）とすること 

ø ᶎ ⱱ ᵫ ᵸᶪ ᶆᵡᶩᴲ ᴲ ⱱ ᶍ ᶱ ᵶᶉ

ᵣᵲᶇᵫ ᶆᵸᴳᵲᶍᵾᶠᴲ ᵸᶪ ᶎᴲɵ ᶨᶉᵣ ᶱ ᶠ

ᵾ ᶇн ᶪ ᵫᵡᶩɕ ᵸ  G

 

（３）申請記入例 

＜例：専用住宅 20戸中のうち、２戸を目的外使用する場合＞ 

■別記様式第９号（目的外使用に係る承認申請書） 

 

  
別記様式第九号（第三十二条関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  
市 区 の 長  
福祉事務所設置町村の長  

 （賃貸人）            
東京都○○区○○町xx- xx 

□□ ×× 

目的外使用に係る承認申請書 
 

専用賃貸住宅の入居者を一定期間確保することができなかったため、国土交通省・厚生労働

省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 32 条の規定

に基づき、住宅確保要配慮者の入居を阻害しない範囲で目的外使用することを申請します。 

 

認定番号 xxxxxxxx 

住戸番号 

101,102 
目的外使用を行う住戸の 

空室期間※ 

xxxx年 xx月 xx日～ xxxx年 xx月 xx日 

（  ５か月間） 

 定期建物賃貸借の契約期間※ 承認の日から２年間 

※目的外使用を行う住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 
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３－３ 廃止 
（１）関係する法令 

法 第 44条第３項、第 58条 

省令 第 23条 

 

（２）解説 

○居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、廃止届を提出してください。 

○事業を廃止した場合であっても、入居者と賃貸人が交わした建物の賃貸借契約

には影響しないため、契約の効力は継続します。 

 

（３）記入例 

■別記様式第５号（居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書） 

  

別記様式第五号（第二十三条第一項関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  
   

（賃貸人）            

東京都○○区△△町xx- xx 

○○ ×× 

 

 

居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 44 条第３項の規定に基づ

き、居住安定援助賃貸住宅事業の廃止を届け出ます。 

 

居住安定援助賃貸住宅の名称※ □□荘 

居住安定援助賃貸住宅の所在地※ 東京都○○区□□町xx- xx 

認定番号 xxxxxxxx 

事業廃止予定日 xxxx年 xx月 xx日 

事業廃止の理由 居住サポートの継続が難しいため 

※複数棟ある場合は、「（いずれか一つの名称）ほか」と記載すること。 

（例：Ａハイツ、Ｂハイツ、Ｃハイツについて届け出る場合は「Ａハイツ ほか」と記載すること） 
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４ 帳簿、定期報告 

４-１ 帳簿                                    

（１）関係する法令 

法 第 48条 

省令 第 29条 

（２）解説 

○認定事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿

に記録する義務があります。 

○帳簿の様式は任意ですが、省令第 29条第１項の事項（下図）を網羅する必要が

あります。また、定期報告の別紙「Ⅲ 居住安定援助の実施状況」を回答でき

るような様式が望ましいです。 

■帳簿に記録する項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）参考様式 

○帳簿の参考様式を以下に提示します。入居状況等の記録に入力すると、入居状

況は集計される形式になっています。居住サポートの提供状況は参考様式をも

とに加工して、集計することが可能です。 

○入居者別居住サポートの提供状況（個票）は１室１名を想定して作成していま

す。個票をもとに１室に居住サポートが必要な２名以上が入居する場合は、１

室で集計をまとめて記載する等の対応が必要です。 

 

■ 帳簿参考様式  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①居住サポート住宅に入居する全ての者（要配慮者以外の入居者も含む）の氏

名、入居及び退居の年月日 

②居住サポートの提供の対価及び提供の条件に関する事項 

③要援助者に対する安否確認の異常検知記録（年月日・発生状況・入居者の状況

と対応状況） 

④要援助者に対する見守りの記録（年月日・入居者の状況） 

⑤要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録（年月日・つなぎ先・内容） 

Ӧ ᷊ḥᴻḐ֩ӣ ӥᶱ ᵮ֪ᶍ ֩ ᴴ᷊ḥᴻḐ ֪ 

１-１.入居状況等の記録 
１ 入居状況 

（１）現在の入居状況 

(２)年度実績 

２ 居住安定援助の年度実績 

（要援助者） 

（１）提供体制 
(２)安否確認  

(３)見守り  

(４)福祉サービスへのつなぎ 

４ 居住サポートの実績 

(２以外) 

１-２.入居状況等(集計表) 

２-１.居住安定援助の記録 (個票)  

  ※要援助者も共通 

２-２.要援助者に対する居住安定援助の

提供状況（集計表） 

帳簿参考様式 定期報告様式 

ֹ ᷿ᴻḐ ֹ ᷿ᴻḐ 

∫ᶱ  
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参考様式１-１.入居状況等の記録        

○常に最新の行を表示 

入居者が「退居」した場合または住宅種別（専用住宅／専用住宅以外）を変更するため「住宅の提供を終了」した場合はグレ

ーアウトし、最新の状況のみ表示する書式設定を行っています。 

緑字：入力  黒字：自動表示     ：年度計（定期報告に使用） 

    

専用住宅チェック 

ᴴ ᵫ ⱱ ᶆᶉᵣ ᶎ

NᴂGᵇᶇ ᵴᶫᶝᵸᴳ 

Ĥ ᶱᵆ ᵇᵪᶨᵆ᷊ḥ

ᵇᶊ ᵸᶪᶇᶽḱᴻᵫ ᵴ

ᶫᶝᵸᴳᵼᶍ ᴲ ⱱ ᵫ

ᶝᵾᶎ ᵬּקᶱᵆ ᵇᶊ

ᵶᴲ ᶍ ᶱ

ᶊ ᶮᵺᶝᵸ  G

住戸記入チェック 

ᴴ ᶍ ᶊ ᶮᶨᵹᴲ

ᵸᶘᶅᶍ ᵫ ᵹᶃ

ᵴᶫᶅᵣᶉᵣ ᶎ

NᴂGᵇᶇ ᵴᶫᶝᵸᴳ 

Ĥ ᶝᵾᶎ ᶱ

ᵶᶅ ᵫᶉᵣ ᶡ

ᵶᶅᵆנּ ᵬᵇᶇ ᵶ

ᶝᵸG  

【帳簿記入例の前提】 ă᷊ḥ ֹ ᷊ḥᴻḐ  ֹ ᷊ḥᴻḐ ( )  

ᴴ᷊ḥ ֩ᵥᶀ ᴲ ∙ ᶍ᷊ḥ ֪ 101 1Ǝ03 1Ǝ04 2Ǝ01 2Ǝ02 2Ǝ03 2Ǝ04  

ᴴ ᶎ10 ᶇ103 ᶱ Ĥ◖ ᶊ10 ᶇ104 ᶱ (101 ᶎ᷊ḥ ᶇᵶᶅ )  

上表から

の続き 

下に続く 

安否確認 見守り
低額所
得者

被災者 高齢者 障害者 子育て
その他
要配慮者

要配慮者
以外

ø ø

ø ø

ø ø

ø ø

-

- ø ø

- - ø -

ø ø

-

ø ø ø

1 0 5 2 0 0 1

うち要援助者 1 0 4 1 0 0

属性(要配慮者は重複可)提供方法
提供の条
件

要配慮
者

入居者

開始日 終了日 氏名 入居日 退居日 開始日 終了日 安否確認 見守り つなぎ
その他の
内容

合計額※ 安否確認 見守り つなぎ その他

※設定している場合

101 2025/10/1 2026/1/31 øø 2025/10/1 2026/1/31 ø OK 2025/10/1 2026/1/31 ø ø ø ╪ 5,000 1,000

101 2026/2/1 ýý 2026/2/1 - OK 2026/2/1 ø ø - ᶉᵶ 2,000 2,000

103 2025/10/1 ÿýø 2025/10/1 ø OK 2025/10/1 ø ø ø ╪ 5,000 1,000

104 2025/10/1 2026/1/31 ùû 2025/10/1 2026/1/31 ø OK 2025/10/1 2026/1/31 ø ø ø ᶉᵶ 4,000

104 2026/2/1 ᵬ - OK ᶉᵶ

201 2025/10/1 ûø 2026/2/1 - OK 2026/2/1 - ø - ᵣ ⱱ 2,000 500

202 2025/10/1 ýû 2025/10/1 - OK - - - ᶉᵶ

203 2025/10/1 øÿ 2025/12/1 ø OK 2026/1/1 ø ø ø ᶉᵶ 5,000

204 2025/10/1 2025/11/30 ᵬ - OK ᶉᵶ

204 2025/12/1 ýø 2025/12/1 ø OK 2026/1/1 ø ø ø ᶉᵶ 4,000

住戸記入
チェック

OK 年度計
サポ住入居
戸数

8 5 3

要配慮者 7 要援助者以外 1 2 0

住戸番号
専用住宅
チェック

サポート期間
住宅
種別

住宅の提供期間

要援助者

入居期間 提供する居住サポートの内容 居住サポートの利用料(円/月or円/回)
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参考様式１- ２.入居状況等(集計表) 

 

    

ă ᶱ ᶊᵸᶪᶇ ᵫ ᵴᶫ  ᶅ

 
ă ᶱ ᶊᵸᶪᶇᴲ ᶇ ᵫ ᵸᶪ

ᵪ֩ ᶊ◖ ᵴᶫᶅᵣᶪᵪ֪ɵ֩ ֪◖ ḉᶼḋ᷄ᶆ

ᶆᵬ  ᶅ

■全体の種別戸数 緑字：入力 黒字：自動表示

(1)認定内容 ：定期報告項目

a.認定住宅
(サポ住)

7 b.うち
専用住宅

2 ֹ ᶍ

(᷊ḥ )ֹ ᷊ḥᴻḐ

(2) 2026/3/31 現在の住宅戸数と入居戸数

提供
住宅

①認定住宅
戸数

7
②うち
専用住宅

2

入居
戸数

③サポ住
入居

6
④うち
要配慮者

5
⑤うち
要援助者

3
⑥空き戸
数①-③

1

運用チェック(認定内容と提供状況の確認)

OK OK OK

(3)定期報告内容(入居状況)

うち専用
住宅戸数
②

うち住宅確
保要配慮者
の入居戸数
④

うち要援
助者の入
居戸数⑤

空き戸数
⑥＝①-③

7 2 6 5 3 1 סּ

低額所得者 被災者 高齢者 障害者 子育て
その他
要配慮者

1 0 5 2 0 0

1 0 4 1 0 0

専用住宅
チェック②
≦④+⑤

認定住宅入居戸数（累計）

8

専用住宅
チェック②≦⑤+⑥

サポ住提供チェック
(①=a かどうか)

専用提供チェック
(②＝b かどうか)

認定住宅
戸数①

認定住宅
入居戸数③

●現在の入居状況

住宅確保要配慮者の入居戸数
（累計）の属性別内訳

うち要援助者の入居戸数（累計）の
属性別内訳

●年度実績

うち住宅確保要配慮者
の入居戸数（累計）

うち要援助者の
入居戸数（累計）

7 5
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■入居者情報 ※要援助者以外(詳細な件数集計はしない)も個票は共通

住戸番号・氏名 101 ○○ 要援助者 ○ ｻﾎﾟｰﾄ内容 安否確認 機器 見守り 訪問 月1回 つなぎ ○ その他 通院付添

Ⱬʿ Ⱬ ʿꜛ ꜘ

うち死亡 対応あり 対応なし

2025/10/2 ø ø ÿÿ

2025/10/5 ø ╓ ø ÿÿ

2025/11/5 ø ÿÿ

2025/11/6 ø ÿÿ

2025/12/5 ø ø ø

2026/1/6 ø ÿÿ

2026/1/15
ø ḃḻ
ḇᴻ

ø ÿÿ

2026/1/31 ø ÿÿ

合計 2 1 1 0 1 0 3 0 1 1

↑異常検知回数

年月日 対応者

入居者異常
なし

入居者異常
あり

安否確認(異常検知の対応記録)

異常検知

異常検知後
対応内容等の記録

見守り
(実施した
日に○)

つなぎ先
○：新規
●：継続

福祉サービスへのつなぎ

自治体 自治体の相談機関

つなぎ先
○：新規
●：継続

קּ ᶍ ᶱ

ᶍ ᴲ ᷊ᴻḛḁᶍ ᵡᶩG ╓
ⱱḃḻḇᴻᶊ

ᶍ ᴲ ╓ ⱱḃḻḇᴻᶊᶃᶉᵭƎ
᷊ᴻḛḁᶊᶃᵣᶅ

ᶍ ᴲ ᶍ ᶱ ᴳ ᴴ
ᶊ ᶉᵶטּ

øø ᶗᶍשּ ╪

↑新規連絡先につないだ場合は○、継続は●とし、
　○をカウント

ḣᴻḨøøᶗ (╥Ɫ ⱱ)

民間事業者等

つなぎ先
○：新規
●：継続

19 │ 2G0 ᵰ ᵰᴲ ᶆ ᶫ
ᶅᵣᵾᵾᶠƎ ᵶƎ ╗ ᶱᶇᶩᶇᶠᶪG
ᵶᶏᶨᵮ ╪ᴳ

╪ ᶍ ᵫ ᶉᵾᶠƎ
ḣᴻḨᶗᶍ ᵫ ᴳ ᶇᶉᶪG

その他の
居住

サポート

参考様式２-１.居住サポートの提供状況(個票：１シート１入居者)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式２-２. 要援助者に対する居住安定援助の提供状況（集計表） 

 

 

 
 

 

  

 φ ᵆ↨ ᶍb ᴲ│ ᶍ ᶇᵼᶍ ᶍ ꞌ ᶱ  

 φ ᵆ ᶩᵇᶍ ᴲ №ᵶᵾ ᶍ ᴴ ᶍ ᶱ  

 φᵆ ᷊ᴻḛḁᶗᶍᶃᶉᵭᵇᶍ ᶃƎᶉᵭᶍ ᶱ  

 φᵼᶍ ᶍ ᷊ḥᴻḐᶍ ᴲ ᶱ  

※空きは#REF!と表示されますが、合計欄には影響しません。合計欄は要援助者の行を合計しています。

■居住サポート件数等集計表(要援助者のみ) 緑字：入力 青字：自動表示 ：個票から自動入力 ：定期報告に使用(年度計)

うち死亡 対応あり 対応なし

101øø ø 2 1 1 0 1 0 3 0
╓
ⱱḃḻ
ḇᴻ

1
ø ḃḻ
ḇᴻ

1 ╪ ø

101ýý - 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 ᶉᵶ ø

103ÿýø ø 1 1 0 0 0 0 6 0
╓
ⱱḃḻ
ḇᴻ

1 0 ╪ ø

104ùû ø 0 0 0 0 0 0 4 0
╓
ⱱḃḻ
ḇᴻ

1
ᶝᵣ
ḃḻḇ /ᴻ
ø ḃḻ
ḇᴻ

2 ᶉᵶ ø

104 ᵬ - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ### #REF! #REF! #REF! ᶉᵶ

201ûø - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ᵣ ⱱ ø

202 ýû - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 ᶉᵶ

203 øÿ ø 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ᶉᵶ ø

204 ᵬ - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ### #REF! #REF! #REF! ᶉᵶ

204 ýø ø 0 0 0 0 0 0 3 0 ⱱḃḻ
ḇᴻ

1 0 ᶉᵶ ø ø

3 2 1 0 1 0 19 0 4 3 3

その他の
居住

サポート
つなぎ先 新規回数

提供
方法

見守り

提供
方法

延べ
回数

福祉サービスへのつなぎ

自治体 自治体の相談機関 民間事業者等

つなぎ先 新規回数 つなぎ先 新規回数

異常検知後
住戸番号＋
氏名 異常検知

件数 入居者
異常なし

入居者
異常あり

安否確認

要援
助者

属性

(新規つなぎ回数　属性別カウント用)

低額所得
者

被災者 高齢者 障害者 子育て
その他
要配慮者



 

58 

 

４-２ 定期報告                                    
 

（１）関係する法令 

法 第 49条 

省令 第 30条 

 

（２）解説 

○定期報告は、「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認

するためのものです。認定された計画ごとに、年度単位の状況を認定事業者か

ら認定主体へ報告（前年度の状況を４～６月に報告）します。 

○定期報告の実施依頼はシステムから認定事業者に通知されます。定期報告は、

前年度末時点で認定されている計画すべてを対象とします。 

○報告内容、確認事項は下表のとおりです。なお、認定主体が必要と認める事項

を追加する場合があります。詳しくは、認定主体に確認してください。 

 

報告内容 認定主体の確認事項 

Ⅰ 認定内容と現況

との相違有無 

認定内容との相違がないかを

自己申告 

⇒変更申請の必要性は

ないか、その他報告事

項はあるか 

Ⅱ 業務の法令適合

性 

法令を遵守して業務を実施し

ているか自己申告 

⇒業務が適正に実施さ

れているか 

Ⅲ 事業の実施状況 居住サポート住宅として提供

された戸数及び入居戸数、居

住サポートの実施対象数や回

数等を帳簿に基づき報告 

⇒居住サポート住宅が

適切に運用されてい

るか、居住サポートが

適切に実施されてい

るか 
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３）記入例 

○別紙Ⅰについて、認定内容（下表①～⑩、⑫、⑭及び⑮）と現況に相違がある

場合は変更申請が必要です。（届出で足りる項目は除く） 

 

○別紙Ⅲ－１について、高齢夫婦やひとり親世帯など、２人以上で入居している

場合、入居状況については戸数（世帯数）で計上します。（例：高齢夫婦⇒１と

計上） 

○一方、別紙Ⅲ－２、Ⅲ－３の居住サポートの提供状況は、各入居者に対する実

施状況を計上します。 

 

○別紙Ⅲ－２、Ⅲ－３の居住安定援助の実施状況については、要援助者と要援助

者以外で、報告内容が異なります。（下表参照） 

 

 安否確認・見守り・福祉サー

ビスへのつなぎ 

左記以外の居住サポート 

（通院支援・買い物支援など） 

要援助者 ３つの居住サポートの提供

対象者数、実施状況 

( ӷ- ᶊ ) 

 

居住サポートの内容、提供対

象者数・属性 

( ӷ- ᶊ ) 要援助者以外 
 

 

○別紙Ⅲ－２（４）福祉サービスへのつなぎは、相談機関等別に新規でつないだ

回数とします。なお、同一入居者でつなぎ先が異なる場合、つなぎを行った合

計人数にすべて計上します。（例：101号室入居者を福祉事務所と地域包括支援

センターにつないだ場合、２と計上） 

  



 

60 

 

 

別紙 

 
з ─ ≤ ≤─ ─  

 認定内容（直近の認定事項（及び軽微な変更について届け出られた事項））と現在（ 年 月 

日現在）の状況に相違がないかを記入してください。また、Ⅰについて報告すべき事項があると

きはその内容を記入してください。 

 ※①～⑩、⑫、⑭及び⑮の内容に相違が「あり」の場合は変更申請してください。 

 

      ─  

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 なし 

② 居住安定援助賃貸住宅の位置 なし 

③ 居住安定援助賃貸住宅の戸数 なし 

④ 居住安定援助賃貸住宅の規模 なし 

⑤ 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備 なし 

⑥ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 なし 

⑦ 専用賃貸住宅の戸数 

  (戸数の増加は届出で足り、変更に係る認定申請不要)  
なし 

⑧ 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件 

（家賃、敷金及び共益費の減額は届出で足り、変更に係る認定申請不要） 
なし 

⑨ 居住安定援助の内容 なし 

⑩ 居住安定援助の提供の対価その他提供の条件 

(対価の減額は届出で足り、変更に係る認定申請不要)  
なし 

⑪ 法人である場合は役員の氏名 
  ※該当しない場合は「なし」と記入してください。 

なし 

⑫ 未成年者である場合は法定代理人の氏名 

（法定代理人が法人である場合は、その代表者及び役員の氏名の変更に係

る認定申請不要） 
※該当しない場合は「なし」と記入してください。 

なし 

⑬ 居住安定援助賃貸住宅の名称 なし 

⑭ 着工又は竣工の年月 なし 

⑮ 居住安定援助賃貸住宅に関する権利の種別及び内容 なし 

⑯ 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先 なし 

報告すべき事項があるときはその内容  
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и ─  

業務の現在（ 年 月 日現在）の状況と法令との適合性について記入してください。 

（適合性「なし」の場合、理由の欄に具体的に記載してください。） 

       ─  

─

┘  

① 認定住宅入居者※に対し、入居契約を締結するまでに、居住安
定援助の内容、入居契約の内容等について、書面の交付又は電
磁的方法による提供をして説明している。 

あり 

─ 

↑ 

② 認定住宅入居者※に対する居住安定援助の内容等を帳簿に記
載し保存している。 

あり 

③ 帳簿は各年度の末日で閉鎖し、５年間保存している。 あり 

 

④ （該当する場合）住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律（以下「法」という。）第 50条第１項に基づ
き承認を受けている。 

  ※該当しない場合は「なし」と記入してください。 

なし 

∕─  

 

⑤ 業務に関して広告をする場合において、表示についての方法
を遵守している。 

あり 

⑥ 認定住宅入居者※に対して説明した事項に変更があったとき
は、当該認定住宅入居者に対し、その変更の内容について、書
面の交付又は電磁的方法による提供をして説明している。 

あり 

⑦ 認定住宅を良好な状態に保つように維持、修繕している。 あり 

⑧ 認定事業者自身を紹介することの対償として福祉サービス等
事業者に金品等の利益を供与していない。 

あり 

⑨ 認定住宅入居者※等を紹介することの対象として福祉サービ
ス等事業者から金品等の利益を収受していない。 

あり 

⑩ 居住安定援助について特定の認定住宅入居者※に対して不当
な差別的取扱いをしていない。 

あり 

⑪ 認定住宅入居者※が安心して生き生きと明るく生活できるよ
う必要な情報や居住安定援助を提供するとともに、生きがい
をもって生活できるようにするための機会を提供する等認定
住宅入居者の居住の安定を図るように努めている。 

あり 

⑫ プライバシーの確保に配慮した運営を行っている。 あり 

⑬ 居住安定援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨
とし、認定住宅入居者※に対し、当該居住安定援助の提供を行
う上で必要な事項について、理解しやすいよう説明を行って
いる。 

あり 

⑭ 業務上知り得た認定住宅入居者※の秘密を漏らしていない。 あり 

⑮ 職員が業務上知り得た認定住宅入居者※の秘密を、当該職員の
退職後も漏らさないような措置を講じている。 

あり 

⑯ 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切に業務を
行っている。 

あり 

⌂⇔

─  
  

※法第 46条第１項に規定する認定住宅入居者（認定住宅に入居する住宅確保要配慮者）をいう。 
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й ─  

 ─  

─ 2026  

認定住宅 

戸数① 

 

認定住宅 

入居戸数
（※１）③ 

  

空き戸数 

⑥ 

＝①-③ 

 

専用賃貸住宅 

の供給状況 

②≦⑤+⑥ 

専用賃貸住宅

の供給状況 

不可の場合

の理由等 

うち専用賃貸 

住宅戸数② 

   
うち住宅確

保要配慮者

の入居戸数

④ 

うち要援助

者（※２）の 

入居戸数⑤ 

 

20 ７ 19 10 ６ １ 
 

可  

（※１）住宅確保要配慮者以外の者が入居する認定住宅の戸数を含む。 
（※２）「要援助者」とは、省令第 14条第１号柱書に規定する者のことをいう。 

 

2026  

認定住宅入居戸数（累計） 
うち住宅確保要配慮者の 

入居戸数（累計） 

うち要援助者の 

入居戸数（累計） 

28 15 ７ 

（※）一の年度中に、一の住戸に２（以上）の世帯が入居した場合は、「入居戸数（累計）」は「２（以上）」と記
載する。（例：４～９月にＡ世帯、10～３月にＢ世帯が入居した場合は、「２」と記載する。） 

 

 
低額 

所得者 

被災者 
（災害から

３年以内） 

高齢者 障害者 

子どもを

養育して

いる者 

その他 

住宅確保要配慮者 

住宅確保要配慮者の 

入居戸数（累計）の 

属性別内訳 
８  10 

   

うち要援助者の 

入居戸数（累計）の 

属性別内訳 
３  ７ 

   

（※）一の住戸に入居する住宅確保要配慮者が複数の属性に該当する場合は、当該住宅確保要配慮者が該当する属性
全てに計上する。（例：高齢者かつ障害者である者が入居した場合は、高齢者に１、障害者に１を計上する。） 
一の住戸に入居する世帯に、属性の異なる複数の住宅確保要配慮者が含まれる場合は、当該世帯の住宅確保要
配慮者が該当する属性全てに計上する。（例：一の住戸に、高齢者である親と障害者である子が入居した場合は、
高齢者に１、障害者に１を計上する。） 

 

 ⌐ ∆╢ ה ה╡ ⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ─    

⌐ ∆╢ ה ה╡ ⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ─  

外部委託の有無 ☑あり □なし 

委託の内容 一部の要援助者（１名）に対する訪問サービス事業者による見守り 

外部委託契約書の有無 ☑あり □なし 

外部委託の特記事項  
 

⌐ ⇔√ ⌐ ─  

実施方法 

（該当するもの 

すべて） 

☑機器 □訪問 ☑電話 □ＳＮＳ 

□その他

（                                ） 

延べ異常検知回数 ６ 

異常検知後 

の対応結果 

入居者の状況 
異常あり（  １ 件）⇒うち死亡件数（  ０ 件） 

異常なし（  ５ 件） 

入居者の状況  

異常ありの場合の

対応状況 

対応あり（  １ 件） 

対応なし（    件）⇒理由 

（                         ） 
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⌐ ⇔√ ╡ ﬞ ⌐ ─  

実施方法 訪問 

延べ実施回数 80回 

実施状況 
☑１ヶ月に１回以上見守りを実施した 

実施していない場合の理由  

 

⌐ ⇔√ ─⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘  

つなぎを行った合計人数 

４ 

 

新規につなぎを行った合計回数 

属性(重複可)  
自治体 自治体の相談機関 民間事業者等 

つなぎ先名 新規回数 つなぎ先名 新規回数 つなぎ先名 新規回数 

低額所得者   
●●自立相

談支援機関 
２   

被災者 
（災害から３年以内） 

      

高齢者   
●●地域包

括支援セン

ター 
２   

障害者       

子どもを 

養育している者 
      

その他 

住宅確保

要配慮者 

       

 

実施状況 

☑要援助者に必要なつなぎを実施した 

□福祉サービスにつなぐ必要がなかった 

□その他（                                  ） 

 

 β ⌐ ∆╢ ₈  ⌐ ∆╢ ה

ה╡ ⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ₉ ─ 2026  
提供した居住安定援助（「２ 要援助者に
対する居住安定援助（安否確認・見守
り・福祉サービスへのつなぎ）」以外）

の内容（※２） 

提供を受けた 
認定住宅入居者数 

提供を受けた 
認定住宅入居者の主な属性（※３） 

安否確認 ３ 障害者（要援助者でない） 

通院付添 ２ 高齢者 

（※１）法第 46条第１項に規定する認定住宅入居者（認定住宅に入居する住宅確保要配慮者）をいう。 
（※２）「認定住宅入居者（要援助者以外）に対し、居住安定援助を実施した場合」及び「要援助者に対し、安

否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ以外の居住安定援助を実施した場合」について記載。 
（※３）低額所得者、被災者（災害から３年以内）、高齢者、障害者、子育てをする者、その他住宅確保要配慮

者 
(具体的に記載)。 
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１ 居住サポート住宅に関する事業の概要 ※令和７年６月時点 
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２  セーフティネット住宅等との違い 
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３  様式集 

 

申請時 名称 様式名 掲載頁 

ø ↨ ⱱ ᶍ   -  

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᶱ ᶊ ᵥᵲᶇᵫ

ᶆᵬᶉᵣ ᶇᶉᶂᵾ ᶍ  

 - 20  

 ↨ ⱱ ᶍ   - 21 

 ↨ ⱱ ᶍ   - 22  

 ᶍ ∞ᶍ ᶊ ᶪ   - 23  

 ᶍ ∞ᶍ ᶍ   - 24  

 ↨ ⱱ ᶍ   - 25  

 ᶍ ᶊ ᶪ   - 30  

 ᶱ ᵸᶪ ᶍ   - 31 

ø    - 33  

ø ᵊ  ɛ

 ↨ ⱱ ᶍ ᶍ  

≥  - 35  

ø ᵊ  ɛ

 ↨ ⱱ ᶍ

ᶒ ᶍ ᶱ ᵶᵾ  

≥  - 36  

ø ᵊ  ɛ

 ᷊ḥᴻḐᶇ ᶍ╗ ᵰ᷊

ᴻḛḁᶍ ᵫᶮᵪᶪ  

≥  - 36  
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別記様式第二号（第五条関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  

 

（賃貸人）            

認 定 申 請 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合））  

認 定 申 請 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名      

 

居住安定援助計画認定申請書 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条第１項の規定に基づき、

居住安定援助計画について別紙のとおり認定を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１．認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

２．この書類は、居住安定援助賃貸住宅事業に係る居住安定援助賃貸住宅事業者を構成する賃貸

人及び援助実施者ごとに作成することとし、居住安定援助賃貸住宅事業を廃止する場合に

は、当該居住安定援助賃貸住宅事業に係る居住安定援助賃貸住宅事業者を構成する賃貸人

及び援助実施者ごとに廃止の届出を行うこととする。 

 

殿 
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別紙（新規） 

  

з ⌐ ╢  

╩ ℮  

 

─  

商号、名称 
（ふりがな） 

 

住所 
(主たる事務所 
の所在地)  

（郵便番号              ） （電話番号             ） 

 

代表者氏名 

(ふりがな)  

生年月日   

法人の役員 別添１のとおり 

 

宅地建物取引業の免許証番号（宅地建物取引業者である場合） 
 

住宅宿泊管理業の登録番号（住宅宿泊管理業者である場合） 

 

賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号（賃貸住宅管理業者である場合） 

 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を受けた事業所（施設） 

が実施する場合） 

 

 
障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 

障害福祉サービスの指定等を受けた事業所（施設）が実施する場合） 

 

─  

氏名 

（ふりがな） 

生年月日   

住所 

（郵便番号              ） （電話番号             ） 

 

法定代理人 
（未成年で 

ある場合） 

法人・個人の別 □法人 □個人 

商号、名称又は 

氏名 

（ふりがな） 
生年月日 

（個人の場合） 
  

住所 
（法人にあっては主

たる事務所の所在地） 

（郵便番号          ） （電話番号            ） 

 

法人の役員 
（法人の場合） 

別添２のとおり 

  

 

宅地建物取引業の免許証番号 
（宅地建物取引業者である場合） 

 

 
住宅宿泊管理業の登録番号 
（住宅宿泊管理業者である場合） 

 

 
賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号 
（賃貸住宅管理業者である場合） 

 

 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を受

けた事業所（施設）が実施する場合） 

 

 

 

障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に規定する障害福祉サービスの指定等を受けた

事業所（施設）が実施する場合） 
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⅜ ℮  

─  

商号、名称 
（ふりがな） 

 

住所 
(主たる事務所 
の所在地)  

（郵便番号              ） （電話番号             ） 

 

代表者氏名 

(ふりがな)  

生年月日   

法人の役員 別添３のとおり 

 

宅地建物取引業の免許証番号（宅地建物取引業者である場合） 
 

住宅宿泊管理業の登録番号（住宅宿泊管理業者である場合） 

 

賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号（賃貸住宅管理業者である場合） 

 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を受けた事業所（施設）が

実施する場合） 

 

 
障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障

害福祉サービスの指定等を受けた事業所（施設）が実施する場合） 

 

 

─  

氏名 
（ふりがな） 

生年月日   

住所 
（郵便番号              ） （電話番号             ） 

 

法定代理人 
（未成年で 

ある場合） 

法人・個人の別 □法人 □個人 

商号、名称又は 

氏名 

（ふりがな） 
生年月日 

（個人の場合） 
  

住所 
（法人にあっては主

たる事務所の所在地） 

（郵便番号          ） （電話番号            ） 

 

法人の役員 
（法人の場合） 

別添４のとおり 

  

 

宅地建物取引業の免許証番号 
（宅地建物取引業者である場合） 

 

 
住宅宿泊管理業の登録番号 
（住宅宿泊管理業者である場合） 

 

 
賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号 
（賃貸住宅管理業者である場合） 

 

 

介護保険サービスの事業所番号・サービス種別 
（介護保険法に規定する介護保険サービスの指定等を

受けた事業所（施設）が実施する場合） 

 

 

 

障害福祉サービスの事業所番号・サービス種別
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に規定する障害福祉サービスの指定等を受

けた事業所（施設）が実施する場合） 
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─ ┘ ─ ⌐ ∆╢  

⌐ ∆╢ ה ה╡ ─⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘  

安否確認 

 

方法 
（該当するものすべて）  

□通信機器 □訪問 □電話 □ＳＮＳ 

□その他（                    ） 

頻度※ （最低）  

異常発生後の 

対応フロー 
□あり □なし 

委託事業者 

（想定を含む） 
 

見守り 

 

方法 
（該当するものすべて）  

□訪問 □その他（                ） 

頻度※ （最低）  

委託事業者 

（想定を含む） 
 

福祉サー

ビスへの 

つなぎ 

つなぎ先リスト □あり □なし 

適切につないだ 

ことを確認できる

対応フロー 

□あり □なし 

委託事業者 

（想定を含む） 
 

※最低頻度のみ記載すること。 

 

ה ה╡ ─⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ─  

安否確認   ～         円/月・回 

見守り   ～         円/月・回 

福祉サービスへのつなぎ   ～         円/月・回 

合計額 
（設定している場合） 

  ～         円/月 

 

─ ─ ┘ ─ №╢  
（内容） 

 
対価（月額・１時間・１回）  ～ 円 

 対価（月額・１時間・１回）  ～ 円 

 対価（月額・１時間・１回）  ～ 円 

 

∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢  
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  ─ ה  

申請棟数  棟 

申請戸数 
認定住宅  戸 

 専用賃貸住宅  戸 

 

╩ ↑ ╣╢↓≤≤∆╢ ─ ╩ ╘╢  

入居を受け入れ

ることとする 

主な住宅確保 

要配慮者 

□低額所得者 

□被災者（災害から３年以内） 

□高齢者 

□障害者 

□子どもを養育している者 

□外国人 

□中国残留邦人等 

□児童虐待を受けた者 

□ＤＶ被害者 

□ハンセン病療養所入所者等 

□帰国被害者等 

□犯罪被害者等 

□保護観察対象者等 

□刑の執行のため刑事施設に収容されてい

た者等 

□困難な問題を抱える女性 

□生活困窮者 

□国土交通大臣が指定する災害の被災者 

□その他都道府県又は市区町村の供給促進

計画において定められた者  

詳細がある場合は以下に 

具体的に記入 

 

и ─ ∆╢ │⁸ ↔≤⌐ ∆╢↓≤  

─ ┘  

住宅の名称 

（ふりがな） 

 

所在地 
（住居表示※） 

（郵便番号             ） 

 

住宅に 

関する権原 

□ １．所有権 □２．賃借権 □３．使用貸借による権利 

（期間    年   月   日から   年   月   日まで） 

※住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。 

─ ┘⌐ ┘  

居住部分の 

規模※ 

（最小）              ㎡ 

詳細は別添５のとおり 

（共同居住型賃貸住宅の 

場合は別添６） 

（最大）              ㎡ 

構造及び設備 

共同利用設備 □ あり □ なし 

□共同居住型賃貸住宅として使用 

構造                造 

着工又は竣工の

年月 
□着工 □竣工           年       月 

その他 
□認定後に耐震改修の工事を行い、工事完了後に耐震性等を確保する場合

(工事完了予定     年     月)  

  ※認定申請対象戸数が１戸の場合には、「居住部分の規模」は「（最小）」の欄に記載すること。 
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─ ∕─ ─ ⌐ ∆╢  

家賃の概算額※ 
（最低）約                     円 詳細は別添５のとおり 

（共同居住型賃貸住宅の場合は

別添６） （最高）約                     円 

共益費の概算額※ 
（最低）約                     円 

（最高）約           円 

敷金の概算額※ 
（最低）約                     円 

（最高）約                     円 

その他賃貸の条件

に関する事項 
 

※認定申請対象戸数が１戸の場合には、それぞれの概算額は「（最低）」の欄に記載すること。 

⌐ ∆╢ ∑  

商号、名称

又は氏名 
 

連絡先※  

※「連絡先」欄には連絡のとれる電話番号を記載すること。 

 



 

 

資料-14 

別添１ 

 

 

 

商号、名称 

 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
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別添２ 

 
  

─  

 

商号、名称 

 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
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別添３ 

 

 

 

商号、名称 

 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
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別添４ 

 
  

─  

 

商号、名称 

 

 

氏名 生年月日 役名等 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   

 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
 

（ふりがな）   
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別添５ 

 
  

─ ┘  

─  

 

※棟ごとに作成すること。 

 

─ ┘  

専用部分

の床面積

（㎡） 

設備※１ 
住戸数 

（戸） 

住戸番号 
（該当するものを

全て記載） 

月額家賃 

（概算額） 

（円） 

新築住宅 

・既存住宅

の別※２ 

完 

備 

便 

所 

台 

所 

収 

納 

浴 

室 

        ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

         ～  円  

注１）住戸のタイプ別（規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別）にまとめて記載すること。 

注２）設備欄の『完備』は、各戸に便所、台所、収納及び浴室の全てを備えるものを表す。 

注３）浴室はシャワー室を含む。 

※１ 有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 

※２ 新築住宅の場合のみ○を記載すること。 

 

 

 

設備等※ 

台所  

収納  

浴室  

※有りの場合のみ○を記載すること。 
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別添６ 

  

─ ┘  

─  

 

※棟ごとに作成すること。 

─ ┘  

専用部分

の床面積

（㎡） 

設備※１ 
住戸数 

（戸） 

住戸番号 
（該当する

ものを全て

記載） 

月額家賃 

（概算額）

（円） 

新築住宅・
既存住宅 

の別※２ 

完 

備 

便 

所 

洗 

面 

浴 

室 

台 

所 

洗 
濯 
室 

           ～  円  

           ～  円  

           ～  円  

           ～  円  

           ～  円  

注１）住戸のタイプ別（規模、設備及び新築住宅と既存住宅の別）にまとめて記載すること。 

注２）設備欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び洗濯室の全てを備えるものを表す。 

注３）浴室はシャワー室を含む。 

※１ 有りの場合のみ○を記載すること。完備の場合は、完備の欄のみ○を記載すること。 

※２ 新築住宅の場合のみ○を記載すること。 

 

設備等※１  
 
  

     

     

   

（うち浴室（シャ

ワー室を除く）の

数：     ） 

  

 

     

     

     

     

※１ 有りの場合のみ○を記載すること。  

※２ 想定利用住戸には、認定の対象としない住戸も含めること。 

※３ ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の場合にあっては、共同居住型賃貸住宅（ひとり親世帯居住安定

援助賃貸住宅を除く。）の入居可能者数及びひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数の合計

数（以下同じ。)  

 

═  

全住戸※の 

入居可能者数等 

当該地域における最低延べ床面積 

（基本：全住戸の入居可能者数×15＋10） 
住棟の延べ床面積 

（㎡）※ 
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別記様式第三号（第十九条関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  

 

 

（賃貸人）            

届 出 者 住 所         

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

届 出 者 住 所           

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名      

 

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する   

法律施行規則第19条の規定に係る届出書 

 

下記の者は、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと

ができない状態となったので、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律施行規則第19条の規定に基づき、届け出ます。 

 

記 

 

氏名  

生年月日  

役名等  

届出者との関係  

認定番号  

 

備考 

１．届出者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

２．病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医

師の診断書を添付すること。 

殿 
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別記様式第四号（第二十二条第一項関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  
  

（賃貸人）            

認 定 事 業 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 事 業 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名      

 

居住安定援助計画の変更申請書 
 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 44条第１項の規定に基づ

き、居住安定援助計画の変更の認定を申請します。 

 

認定番号  

変更に係る事項 変更前 変更後 
変更予定 

年月日 
変更理由 

     

 

備考 

１．変更の認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

２．居住安定援助計画の変更が添付書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の添付書類

を添付すること。 

殿 
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別記様式第五号（第二十三条第一項関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  
   

（賃貸人）            

届 出 者 住 所         

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合））  

届 出 者 住 所         

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 
 

 

 

居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書 
 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 44 条第３項の規定に基づ

き、居住安定援助賃貸住宅事業の廃止を届け出ます。 

 

居住安定援助賃貸住宅の名称※  

居住安定援助賃貸住宅の所在地※  

認定番号  

事業廃止予定日  

事業廃止の理由  

※複数棟ある場合は、「（いずれか一つの名称）ほか」と記載すること。 

（例：Ａハイツ、Ｂハイツ、Ｃハイツについて届け出る場合は「Ａハイツ ほか」と記載すること） 

殿 
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別記様式第六号（第二十四条関係） 

 

 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  

（賃貸人）            

申 請 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

申 請 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

          

 

認定事業者の地位の承継に係る承認申請書 

 

 

認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得したため、国土交通省・厚生労働省関係住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 24条の規定に基づき、認

定事業者の地位の承継の承認を申請します。 

 

認定番号  

地位の承継前の居住安定援助賃貸住宅事業を

行う者の商号、名称又は氏名 

 

 

承継予定年月日  

地位の承継が生じた原因  

 

備考 

地位の承継の事実を証する書類及びその写しを添えて提出すること。 

殿 
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別記様式第七号（第二十五条関係） 

年  月  日 

認定事業者 殿 

 

 

    都 道 府 県 知 事      

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  

 

  

 

認定事業者の地位の承継の承認について（通知） 

 

 

 

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

施行規則第 24条の規定に基づき申請のあった居住安定援助計画（第    号）に係る地位

の承継について、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 45条の規

定に基づき承認をしたので通知します。 
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別記様式第八号（第三十条第二項関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  
  

 

 

（賃貸人） 

認 定 事 業 者 住 所 

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 事 業 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

          

 

居住安定賃貸援助賃貸住宅事業定期報告書 

 

 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 49条の規定に基づき、別紙の

とおり報告します。 

 

認定番号  

住宅の名称※  

住宅の所在地※  

 ※複数棟ある場合は、「（いずれか一つの名称） ほか」と記載すること。 

  （例：Ａハイツ、Ｂハイツ、Ｃハイツについて届け出る場合は「Ａハイツ ほか」と記載すること） 

 

殿 
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別紙 

 

з ─ ≤ ≤─ ─  

 認定内容（直近の認定事項（及び軽微な変更について届け出られた事項））と現在（ 年 月 日

現在）の状況に相違がないかを記入してください。また、Ⅰについて報告すべき事項があるときはそ

の内容を記入してください。 

 ※①～⑩、⑫、⑭及び⑮の内容に相違が「あり」の場合は変更申請してください。  

      ─  

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

② 居住安定援助賃貸住宅の位置  

③ 居住安定援助賃貸住宅の戸数  

④ 居住安定援助賃貸住宅の規模  

⑤ 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備  

⑥ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲  

⑦ 専用賃貸住宅の戸数 

  (戸数の増加は届出で足り、変更に係る認定申請不要)  
 

⑧ 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件 

（家賃、敷金及び共益費の減額は届出で足り、変更に係る認定申請不要） 
 

⑨ 居住安定援助の内容  

⑩ 居住安定援助の提供の対価その他提供の条件 

(対価の減額は届出で足り、変更に係る認定申請不要)  
 

⑪ 法人である場合は役員の氏名 
  ※該当しない場合は「なし」と記入してください。 

 

⑫ 未成年者である場合は法定代理人の氏名 

（法定代理人が法人である場合は、その代表者及び役員の氏名の変更に係

る認定申請不要） 
※該当しない場合は「なし」と記入してください。 

 

⑬ 居住安定援助賃貸住宅の名称  

⑭ 着工又は竣工の年月  

⑮ 居住安定援助賃貸住宅に関する権利の種別及び内容  

⑯ 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先  

報告すべき事項があるときはその内容 
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и ─  

業務の現在（ 年 月 日現在）の状況と法令との適合性について記入してください。 

（適合性「なし」の場合、理由の欄に具体的に記載してください。）  

       ─  

─

┘  

 ※

 

 

─ 

↑ 

② 認定住宅入居者※に対する居住安定援助の内容等を帳簿に記

載し保存している。 
 

③ 帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、５年間保存している。  

 

④ （該当する場合）住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給

の促進に関する法律（以下「法」という。）第 50条第１項に

基づき承認を受けている。 

  （該当しない場合は「なし」と記入してください。） 

 

∕─  

 

⑤ 業務に関して広告をする場合において、表示についての 

方法を遵守している。 
 

⑥ 認定住宅入居者※に対して説明した事項に変更があったとき

は、当該認定住宅入居者に対し、その変更の内容について、

書面の交付又は電磁的方法による提供をして説明している。 
 

⑦ 認定住宅を良好な状態に保つように維持、修繕している。  

⑧ 認定事業者自身を紹介することの対償として福祉サービス

等事業者に金品等の利益を供与していない。 
 

⑨ 認定住宅入居者※等を紹介することの対償として福祉サービ

ス等事業者から金品等の利益を収受していない。 
 

⑩ 居住安定援助について特定の認定住宅入居者※に対して不当

な差別的取扱いをしていない。 
 

⑪ 認定住宅入居者※が安心して生き生きと明るく生活できるよ

う必要な情報や居住安定援助を提供するとともに、生きがい

をもって生活できるようにするための機会を提供する等認

定住宅入居者の居住の安定を図るように努めている。 

 

⑫ プライバシーの確保に配慮した運営を行っている。  

⑬ 居住安定援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、認定住宅入居者※に対し、当該居住安定援助の提供を

行う上で必要な事項について、理解しやすいよう説明を行っ

ている。 

 

⑭ 業務上知り得た認定住宅入居者※の秘密を漏らしていない。  

⑮ 職員が業務上知り得た認定住宅入居者※の秘密を、当該職員

の退職後も漏らさないような措置を講じている。 
 

⑯ 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切に業務

を行っている。 
 

⌂⇔

─  
 

※法第 46条第１項に規定する認定住宅入居者（認定住宅に入居する住宅確保要配慮者）をいう。 
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й ─  

 ─  

─    

認定住宅 

戸数① 

 

認定住宅 

入居戸数
（※１）③ 

  

空き戸数 

⑥ 

＝①-③ 

 

専用賃貸住宅 

の供給状況 

②≦⑤+⑥ 

専用賃貸住宅

の供給状況 

不可の場合

の理由等 

うち専用賃貸 

住宅戸数② 

   
うち住宅確

保要配慮者

の入居戸数

④ 

うち要援助

者（※２）の 

入居戸数⑤ 

 

      
 

  

（※１）住宅確保要配慮者以外の者が入居する認定住宅の戸数を含む。 
（※２）「要援助者」とは省令第 14条第１号柱書に規定する者のことをいう。 
 

   

認定住宅入居戸数（累計） 
うち住宅確保要配慮者の 

入居戸数（累計） 

うち要援助者の 

入居戸数（累計） 

   

（注）一の年度中に、一の住戸に２（以上）の世帯が入居した場合は、「入居戸数（累計）」は「２（以上）」と記
載する。（例：４～９月にＡ世帯、10～３月にＢ世帯が入居した場合は、「２」と記載する。） 

 

 
低額 

所得者 

被災者 
（災害から

３年以内） 
高齢者 障害者 

子どもを

養育して

いる者 

その他 

住宅確保要配慮者 

住宅確保要配慮者の 

入居戸数（累計）の 

属性別内訳 

      

うち要援助者の 

入居戸数（累計）の 

属性別内訳 

      

（注）一の住戸に入居する住宅確保要配慮者が複数の属性に該当する場合は、当該住宅確保要配慮者が該当する属性
全てに計上する。（例：高齢者かつ障害者である者が入居した場合は、高齢者に１、障害者に１を計上する。） 
一の住戸に入居する世帯に、属性の異なる複数の住宅確保要配慮者が含まれる場合は、当該世帯の住宅確保要
配慮者が該当する属性全てに計上する。（例：一の住戸に、高齢者である親と障害者である子が入居した場合は、
高齢者に１、障害者に１を計上する。） 

 

 ⌐ ∆╢ ה ה╡ ⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ─    

⌐ ∆╢ ה ה╡ ⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ─  

外部委託の有無 □あり □なし 

委託の内容  

外部委託契約書の有無 □あり □なし 

外部委託の特記事項  
 

⌐ ⇔√ ⌐ ─  

実施方法 

（該当するもの 

すべて） 

□通信機器 □訪問 □電話 □ＳＮＳ 

□その他

（                                 ） 

延べ異常発生回数  

異常発生後 

の対応結果 
入居者の状況 

異常あり（    件）⇒うち死亡件数（    件） 

無  事（    件） 
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入居者の状況 

異常ありの場合の

対応状況 

対応あり（    件） 

対応なし（    件）⇒理由

（                                   ） 

 

⌐ ⇔√ ╡ ﬞ ⌐ ─  

実施方法  

延べ実施回数  

実施状況 
□１ヶ月に１回以上見守りを実施した 

実施していない場合の理由  
 

⌐ ⇔√ ─⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘  

つなぎを行った合計人数 

 

 

新規につなぎを行った合計回数 

属性(重複可)  
自治体 自治体の相談機関 民間事業者等 

つなぎ先名 新規回数 つなぎ先名 新規回数 つなぎ先名 新規回数 

低額所得者        

被災者 
（災害から３年以内） 

       

高齢者        

障害者        

子どもを 

養育している者 
       

その他 

住宅確保

要配慮者 

        

 

実施状況 

□要援助者に必要なつなぎを実施した 

□福祉サービスにつなぐ必要がなかった 

□その他（                                  ） 

 

 β ⌐ ∆╢ ₈  ⌐ ∆╢ ה

ה╡ ⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘ ₉ ─    

提供した居住安定援助（「２ 要援助者に
対する居住安定援助（安否確認・見守
り・福祉サービスへのつなぎ）」以外）

の内容（※２） 

提供を受けた 
認定住宅入居者数 

提供を受けた 
認定住宅入居者の主な属性（※３） 

   

   

（※１）法第 46条第１項に規定する認定住宅入居者（認定住宅に入居する住宅確保要配慮者）をいう。 
（※２）「認定住宅入居者（要援助者以外）に対し、居住安定援助を実施した場合」及び「要援助者に対し、安

否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ以外の居住安定援助を実施した場合」について記載。 
（※３）低額所得者、被災者（災害から３年以内）、高齢者、障害者、子どもを養育している者、その他住宅確

保要配慮者(具体的に記載)。 
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別記様式第九号（第三十二条関係） 

年  月  日 

都 道 府 県 知 事  

市 区 の 長  

福祉事務所設置町村の長  
  

（賃貸人）            

認 定 事 業 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 事 業 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 

目的外使用に係る承認申請書 
 

 

 

専用賃貸住宅の入居者を一定期間確保することができなかったため、国土交通省・厚生労働

省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 32条の規定

に基づき、住宅確保要配慮者の入居を阻害しない範囲で目的外使用することを申請します。 

 

認定番号  

住戸番号 目的外使用を 

行う住戸の 

空室期間※ 

年   月   日～   年   月   日 

（     か月間） 

 
定期建物賃貸借の

契約期間※ 
 

 

※目的外使用を行う住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 

殿 
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別記様式第十号（第三十七条第一項関係） 

年 月 日 

保護の実施機関 殿 

 

（賃貸人）            

認 定 事 業 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称          

代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 事 業 者 住 所          

又は主たる事務所の所在地          

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名 

 
通 知 書 

 

下記「代理納付された金品の返還に関する事項等」欄記載の内容をよく理解し、 

これらの事項に同意の上、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促 

進に関する法律（以下「法」という。）第53条第１項の規定に基づき、下記のとおり通知しま

す。 

 

記 

認定番号  

通知を行う者
の区分 

ア 住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員 

イ 住宅確保要配慮者居住支援法人 

ウ 賃貸住宅管理業者 

エ 登録家賃債務保証業者 

オ 住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員が団体である場合、その構成員 

カ アからオまでのいずれかに該当する者と共同で認定を受けている賃貸人 

キ アからオまでのいずれかに認定住宅の管理を委託する認定事業者 

上記アの場合 
（上記キの場
合を含む。） 

所属する住宅確保要配慮者居住支援協議会の名称 

住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員の氏名又は名称 

上記イの場合 
（上記キの場
合を含む。） 

住宅確保要配慮者居住支援法人の名称 

指定を受けた都道府県 
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上記ウの場合 
（上記キの場合を
含む。） 

賃貸住宅管理業者の名称 

賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号 

上記エの場合 
（上記キの場合を
含む。） 

登録家賃債務保証業者 

登録番号 

上記オの場合 
（上記キの場合を
含む。） 

所属する団体の名称 

 

団体の構成員の氏名又は名称 

 

上記カの場合 

共同で認定を受けている者の区分（ア～オのいずれかを記載） 

共同で認定を受けている者の氏名又は名称 

被保護認定住宅 
入居者の氏名 
及び住所 

氏  名  

住  所  

毎月の家賃等の額 
家  賃 円 

共  益  費 円 

代理納付された金

品の返還に関する

事項等 

ア 法第53条第２項に基づき、保護の実施機関により住宅扶助のための保護

金品等をもって、家賃等の代理納付が行われた場合であって、①その金額

が過分であるなど過誤払いがあったことが発覚したこと又は②被保護認定

住宅入居者の保護の内容の変更、停廃止若しくは取消しがあったことなど

により、保護の実施機関から、既に代理納付された家賃等の全部又は一部

の返還を求められたときは当該金品について、速やかに返還すること。 

イ 法第53条第２項に基づき、保護の実施機関が住宅扶助のための保護金品

等をもって代理納付を行う場合は、 保護の実施機関は第三者の立場で被保

護認定住宅入居者の家賃等の債務を弁済するものであって、 賃貸人との関

係で家賃等の債務を負うものではないこと。 

ウ 保護の実施機関が代理納付を行う場合、代理納付を受ける認定事業者は、

代理納付に必要な資料の提供等を行い、円滑な代理納付の実施に協力する

こと。 

その他特記事項 
 

備考  

 １ 用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とすること。 

 ２ 認定事業者が法人である場合には、代表者氏名も記載すること。 

 ３ 住宅扶助のための保護金品等とは、住宅扶助のための保護金品及び生活扶助のための保

護金品のうち被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費をいう。 

 ４ 家賃等とは、家賃、補修その他住宅の維持のために必要な費用又は共益費をいう。 

 

 



 

-33 

 

₈ ₉  

年  月  日 
都 道 府 県 知 事  
市 区 の 長  
福祉事務所設置町村の長      （賃貸人）            

認 定 申 請 者 住 所          
又は主たる事務所の所在地          
氏 名 又 は 名 称          
代 表 者 氏 名 

（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 
認 定 申 請 者 住 所          
又は主たる事務所の所在地          
氏 名 又 は 名 称          
代 表 者 氏 名      

誓 約 書 

 

私は、次の各号のいずれにも該当することを誓約します。なお、認定申請者等の氏名、読み仮名、生

年月日及び住所については、別添に記載するとおりです。 

一 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者 

ハ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）

第56条第１項又は第２項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して２年

を経過しない者 

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に

規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（リ

において「暴力団員等」という。） 

ホ 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者 

へ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホま

でのいずれかに該当するもの 

ト 法人であって、その役員又は使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者がある

もの 

チ 個人であって、その使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの 

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

ヌ 建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人がイからリま

でのいずれかに該当するもの 

二 申請の内容が、次に掲げるもののいずれにも該当すること 

イ 消防法（昭和23年法律第186号）若しくは建築基準法（昭和25年法律第201号）又はこれら

の法律に基づく命令若しくは条例の規定（ロに規定する規定を除く。）に違反しないもので

あること 

ロ 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合す

るもの又はこれに準ずるものであること 

ハ 基本方針（居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画に定められている市町村

の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定

援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画に定められている都道府県の区域（当該市町

村の区域を除く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進

計画）に照らして適切なものであること 

殿 
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29 65
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 ─ ─  

 

 

. ה ꜟכꜙ☺◔☻ה  

担当人数・ 
体制確保の
見通し 

対象 
人数 

住棟名・住戸数 スケジュール 方法 
無事が確認できない 

場合の対応 

      

      

※住棟・住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 

 

─ ⌐╟╢ ╩ ℮  

 

 

 

 

 

 

─ ⱨ꜡כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

╡ 

ה ꜟכꜙ☺◔☻ה  

担当人数・ 

体制確保の

見通し 

対象 

人数 
住棟名・住戸数 スケジュール 方法 不在時の対応 

      

※住棟・住戸番号ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 
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⅞⌂≈─┼☻ⱦכ◘  

 

担当人数・ 
体制確保の見通し 

 

 

≈⌂⅞ ꜞ☻♩ 

主たる課題 自治体 
自治体の相談 

機関 

民間事業者、 

NPO法人等 

 

同意書等の日付 

     

     

     

※主たる課題ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること。 

 

≈⌂⅞ ─  

 

 

 

╡⅛╠ ─≢╕←⌂≈┼☻ⱦכ◘ ⱨ꜡כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─ ┘ ─ ╩ ⇔√  

 

 

 

 

 ◘ⱳכ♩≤ ─ ─☻ⱦכ◘↑ ⅜╦⅛╢  
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４ 関係法令 

(１) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正

する法律（令和六年法律第四十三号） （抄） 

 

第五章 居住安定援助賃貸住宅事業 

第一節 居住安定援助計画の認定 

（居住安定援助計画の認定） 

第四十条 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、

訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な

福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るた

めに必要な援助を行う事業（以下「居住安定援助賃貸住宅事業」という。）を実施する者

（以下この条において「居住安定援助賃貸住宅事業者」という。）は、国土交通省令・厚

生労働省令で定めるところにより、当該居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画（以下

「居住安定援助計画」という。）を作成し、次の各号に掲げる当該賃貸住宅の存する区域

の区分に応じ、当該各号に定める者（以下「都道府県知事等」という。）に対し、当該居

住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なもの

である旨の認定を申請することができる。 

一 市の区域 当該市の長 

二 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域 当該町村の長 

三 その他の区域 当該区域を管轄する都道府県知事 

２ 居住安定援助計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅（以下「居住安定援助賃貸住宅」という。）

の位置 

三 居住安定援助賃貸住宅の戸数 

四 居住安定援助賃貸住宅の規模 

五 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備 

六 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範

囲 

七 入居者の資格を日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確

保要配慮者と同居するその配偶者等（配偶者その他の親族で国土交通省令・厚生労働省令

で定める者をいう。）に限る居住安定援助賃貸住宅（第五十条において「専用賃貸住宅」

という。）の戸数（次条第四号において「専用戸数」という。） 

八 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 

九 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者である入居者に提供する居住安

定援助（訪問その他の方法により住宅確保要配慮者の心身及び生活の状況を把握し、その
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状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮

者の生活の安定を図るために必要な援助を行うことをいう。以下同じ。）の内容 

十 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件に関する事項 

十一 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 

３ 居住安定援助計画には、第四十二条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面そ

の他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 

４ 居住安定援助を行う者（第四十八条において「援助実施者」という。）と住宅確保要配

慮者を入居させる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して第一項の認定

の申請を行うときは、この章の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用について

は、これらの者を一の居住安定援助賃貸住宅事業者とみなす。 

５ 居住安定援助賃貸住宅事業者は、都道府県知事又は第八十九条に規定する指定都市等の

長に対する第一項の認定の申請を当該賃貸住宅に係る第九条第一項の登録の申請と併せて

行う場合には、第二項の規定にかかわらず、同項第二号から第六号まで及び第八号に掲げ

る事項の記載を省略することができる。 

（認定の基準） 

第四十一条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請

に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をす

るものとする。 

一 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以

上であること。 

二 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそ

れがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

三 前条第二項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確

保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基

準に適合するものであること。 

四 専用戸数が、国土交通省令・厚生労働省令で定める数以上であること。 

五 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定め

る基準に従い適正に定められているものであること。 

六 入居者に提供する居住安定援助の内容が、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために

必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 

七 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件が、国土交通省令・厚生労

働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。 

八 その他基本方針（居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されてい

る市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住

安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域（当

該市町村の区域を除く。）内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促

進計画）に照らして適切なものであること。 
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（欠格条項） 

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十条第一項の認定を受けることがで

きない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 

三 第五十六条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算

して二年を経過しない者 

四 暴力団員等 

五 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土

交通省令・厚生労働省令で定めるもの 

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のい

ずれかに該当するもの 

七 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一

号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 

八 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第

五号までのいずれかに該当する者があるもの 

九 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（認定の通知） 

第四十三条 都道府県知事等は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を

当該認定を受けた者に通知しなければならない。 

２ 都道府県知事は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該認定

を受けた居住安定援助計画に記載された第四十一条第一号及び第二号に掲げる基準に適合

する居住安定援助賃貸住宅（以下「認定住宅」という。）の存する町村の長に通知しなけ

ればならない。 

（居住安定援助計画の変更等） 

第四十四条 第四十条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた居住安定援助計画の変

更（国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。）をするときは、国土交通

省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならな

い。 

２ 前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。 

３ 第四十条第一項の認定（第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。）を

受けた者（以下「認定事業者」という。）は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事

業を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、

その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 

（地位の承継） 

第四十五条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当

該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で
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定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画

の認定に基づく地位を承継することができる。 

第二節 業務 

（契約締結前の書面の交付及び説明） 

第四十六条 認定事業者は、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者（以下「認定住宅入居

者」という。）に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居

契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚

生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなけれ

ばならない。 

２ 認定事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で

定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該

書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。）によ

り提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したも

のとみなす。 

（認定事業者の事業実施義務） 

第四十七条 認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定援助計画（変更があったときは、

その変更後のもの。第四十九条及び第五十条第一項において「認定計画」という。）に従

い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。 

（帳簿の備付け等） 

第四十八条 認定事業者（第四十条第四項に規定する場合にあっては、認定事業者である援

助実施者）は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関す

る事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保

存しなければならない。 

（都道府県知事等への定期報告） 

第四十九条 認定事業者は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その

他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定

めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければならない。 

（専用賃貸住宅の目的外使用） 

第五十条 認定事業者は、認定計画に記載された専用賃貸住宅の一部について入居者を国土

交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省

令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、その一部を第

四十条第二項第七号に規定する者以外の者に賃貸することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該承認に係る認定住

宅の存する町村の長に通知しなければならない。 

３ 第一項の規定により専用賃貸住宅の一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借

地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借（国土交通省令・厚生労働省令で定

める期間を上回らない期間を定めたものに限る。）としなければならない。 
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（その他遵守事項） 

第五十一条 この節に規定するもののほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために

認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 

第三節 認定住宅に係る特例 

（登録住宅に関する規定の準用） 

第五十二条 第十八条及び第十九条の規定は、認定住宅について準用する。この場合におい

て、第十八条第二項中「第十八条第一項」とあるのは、「第五十二条において準用する第

十八条第一項」と読み替えるものとする。 

（生活保護法の特例） 

第五十三条 認定事業者（第八十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員で

あることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下こ

の項において同じ。）は、被保護認定住宅入居者（被保護者であって、認定住宅入居者で

ある者又は認定住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。）の居住

の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定

めるところにより、保護の実施機関が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する生活保

護法第三十一条第三項に規定する保護金品（住宅を賃借して居住することに伴い通常必要

とされる費用として厚生労働省令で定めるものの額に相当する金銭に限る。）又は同法第

三十三条第四項に規定する保護金品のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認定事業者

（第四十条第四項に規定する場合にあっては、当該認定事業者である賃貸人。以下この条

において「認定賃貸人」という。）に支払うべき費用（次項において「家賃等」という。）

の額に相当する金銭について、当該被保護認定住宅入居者に代わり、当該認定賃貸人に支

払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができる。 

２ 保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付（預

金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口

座のある金融機関に委託して行うことをいう。）が行われている場合その他厚生労働省令

で定める場合を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係

る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定賃貸人に支払うものとする。この

場合において、当該支払があったときは、生活保護法第三十一条第三項又は第三十三条第

四項の規定により当該被保護認定住宅入居者に対し当該保護金品の交付があったものとみ

なす。 

第四節 監督 

（報告徴収及び立入検査） 

第五十四条 都道府県知事等は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定事業者又

は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者（以下この項において「管理受託者」と

いう。）に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定事業者若しくは

管理受託者の事務所若しくは営業所若しくは認定住宅に立ち入り、その業務の状況若しく

は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
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２ 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している認定住宅の居住部分に

立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。 

３ 第三十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用す

る。 

（改善命令） 

第五十五条 都道府県知事等は、認定事業者が第四十六条から第四十八条までの規定に違反

し、又は第五十一条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認め

るときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。 

（計画の認定の取消し） 

第五十六条 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画

の認定を取り消さなければならない。 

一 第四十二条各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 

２ 都道府県知事等は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を

取り消すことができる。 

一 第四十九条又は第五十条第三項の規定に違反したとき。 

二 第五十条第一項の承認を受けずに、第四十条第二項第七号に規定する者以外の者に賃貸

したとき。 

三 前条の規定による命令に違反したとき。 

３ 都道府県知事等は、前二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞なく、そ

の旨を当該認定事業者であった者に通知しなければならない。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により計画の認定を取り消したときは、遅滞

なく、その旨を、当該取消しに係る居住安定援助計画に記載されていた居住安定援助賃貸

住宅の存する町村の長に通知しなければならない。 

第五節 雑則 

（資金の確保等） 

第五十七条 国及び地方公共団体は、認定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融

通のあっせんに努めなければならない。 

（賃貸住宅への円滑な入居のための援助） 

第五十八条 都道府県知事等は、認定事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他認定

住宅入居者（認定住宅入居者であった者を含む。）の居住の安定を図るため必要があると

認めるときは、当該認定住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 
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(２)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正

する法律の施行に伴う国土交通省・厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令

和七年厚生労働省・国土交通省令第四号） （抄） 

 

第三章 居住安定援助賃貸住宅事業 

（居住安定援助計画の認定の申請） 

第五条 法第四十条第一項の規定により居住安定援助計画の認定（第七条及び第八条におい

て「認定」という。）を申請しようとする者は、別記様式第二号による申請書を都道府県

知事等に提出しなければならない。 

（法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者） 

第六条 法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、配偶者その

他の親族（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情

にある者の親族を含む。）であって、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配

慮者と生計を一にするものとする。 

（居住安定援助計画の記載事項） 

第七条 法第四十条第二項第十一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲

げるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事等に

おいて当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることが

できる。 

一 認定を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名 

二 認定を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び

住所（法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役

員の氏名） 

三 居住安定援助賃貸住宅の名称 

四 着工又は竣工の年月 

五 居住安定援助賃貸住宅に関する権利の種別及び内容 

六 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先 

（居住安定援助計画に添付する書類） 

第八条 法第四十条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類（第二十二条第二項

において「添付書類」という。）は、次に掲げるものとする。 

一 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 

二 居住安定援助のうち第十四条第一号の基準に係るものの内容の概要図 

三 認定を受けようとする者（法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役

員を含む。）、第二十条に規定する使用人並びに居住安定援助賃貸住宅の転貸借が行われて

いる場合にあっては、当該居住安定援助賃貸住宅の所有者及び転貸人が法第四十二条各号

に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 

四 認定を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であ

る場合においては、その法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、その代表
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者及び役員を含む。）が法第四十二条第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しな

い者であることを誓約する書面 

五 居住安定援助賃貸住宅の構造が、第十条第一号に掲げる基準に適合するものであること

を誓約する書面 

六 居住安定援助賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したもので

あるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）並び

にこれに基づく命令及び条例の規定（以下この号及び第十条第一号ロにおいて「耐震関係

規定」という。）に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次

に掲げるもの。ただし、認定の申請時に居住安定援助賃貸住宅が耐震関係規定に適合する

もの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該居住安定援助賃貸住宅の耐震改修

（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第二条第二項に規

定する耐震改修をいう。第十条第一号ロ（２）において同じ。）の工事を行うことができ

ない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又

はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代える

ことができる。 

イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二

項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断（同法第二条

第一項に規定する耐震診断をいう。）の結果についての報告書 

ロ 既存住宅（建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供

したことのある住宅をいう。ハ及び次条において同じ。）に係る住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成十一年法律第八十一号）第六条第三項の建設住宅性能評価書 

ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年

法律第六十六号）第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 

七 認定の申請が基本方針（居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定めら

れている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促

進計画、居住安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府

県の区域（当該市町村の区域を除く。）内のものである場合にあっては基本方針及び都道

府県賃貸住宅供給促進計画。第三十五条第一項第十二号において同じ。）に照らして適切

なものであることを誓約する書面 

八 その他都道府県知事等が必要と認める書類 

（規模の基準） 

第九条 法第四十一条第一号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国土

交通省令・厚生労働省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。た

だし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 

一 既存住宅である場合（第三号に掲げる場合を除く。） 十八平方メートル 

二 次条第二号イただし書に規定する場合（次号に掲げる場合を除く。） 十八平方メート

ル 
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三 既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合 十三平方メートル 

四 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合 国

土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準 

（構造及び設備の基準） 

第十条 法第四十一条第二号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国土

交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 次のいずれにも該当すること。 

イ 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づ

く命令若しくは条例の規定（ロ（１）及び（２）に規定するものを除く。）に違反しない

ものであること。 

ロ 次のいずれかに該当すること。 

（１） 耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。 

（２） 第八条第六号ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後におい

て耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。 

二 次のいずれかに該当すること。 

イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただ

し、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室

を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合に

あっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものである

ことを要しない。 

ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあ

っては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を満たすものであること。 

（入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準） 

第十一条 法第四十一条第三号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国

土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでない

こと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確

保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。 

（専用戸数の基準） 

第十二条 法第四十一条第四号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国

土交通省令・厚生労働省令で定める数は、一戸とする。 

（賃貸の条件に関する基準） 

第十三条 法第四十一条第五号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国

土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助賃貸住宅の家賃の額が、近傍同

種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。 

（居住安定援助の内容に関する基準） 

第十四条 法第四十一条第六号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国

土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定めるものとする。 
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一 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者（以下この条において「要援助

者」という。）に居住安定援助を提供する場合 次のイからハまでのいずれにも適合する

居住安定援助を提供するものであること。 

イ 一日に一回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認（第二十

九条第一項において「安否確認」という。）を行うこと。ただし、災害その他やむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。 

ロ 一月に一回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活

の状況の把握（第二十九条第一項において「見守り」という。）を行うこと。ただし、災

害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

ハ 福祉サービスへのつなぎ（要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サー

ビスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機

関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。第二十九条

第一項において同じ。）を行うこと。 

二 要援助者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合 当該認定住宅入居者の

心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、前号イからハまでに掲げる居住

安定援助に準ずるものを提供するものであること。 

（居住安定援助の提供の条件の基準） 

第十五条 法第四十一条第七号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国

土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定

援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこととする。 

（都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項） 

第十六条 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住

宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供

給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。 

２ 都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給

促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進

計画で、第十二条の基準を強化することができる。 

（市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項） 

第十七条 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅

供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。 

２ 市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促

進計画で、第十二条の基準を強化することができる。 

（心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者） 

第十八条 法第四十二条第五号（法第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の国

土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により居住安定援助賃貸住宅

事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない

者とする。 

（心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出） 
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第十九条 認定事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業者又はその

法第四十二条第六号に規定する法定代理人、同条第七号に規定する役員若しくは次条に規

定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行

うことができない状態となったときは、別記様式第三号による届出書に、病名、障害の程

度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添

え、これを都道府県知事等に提出しなければならない。 

（使用人） 

第二十条 法第四十二条第七号及び第八号（これらの規定を法第四十四条第二項において準

用する場合を含む。）の国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人は、居住安定援助賃

貸住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。 

（法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更等） 

第二十一条 法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、次

に掲げるものとする。 

一 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更 

二 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び

役員の氏名の変更 

三 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更 

四 法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更 

五 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更 

六 居住安定援助の対価の減額に係る変更 

七 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更 

八 前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと都道府県

知事等が認める変更 

２ 認定事業者は、前項各号（第八号を除く。）に掲げる変更をするときは、次に掲げる事

項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。 

一 認定番号 

二 変更の内容 

三 変更予定年月日 

（居住安定援助計画の変更の認定の申請） 

第二十二条 法第四十四条第一項の居住安定援助計画の変更の認定を申請しようとする認定

事業者は、別記様式第四号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、当該居住安定援助計画の変更が添付書類の変更を伴う場合にあって

は、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。 

（廃止の届出等） 

第二十三条 法第四十四条第三項の規定による廃止の届出は、別記様式第五号による届出書

により行うものとする。 

２ 都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について、

インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。 
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一 認定事業者が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名

称、代表者の氏名及び住所 

二 認定番号 

三 事業廃止の年月日 

（地位の承継の承認の申請） 

第二十四条 法第四十五条の承認を受けようとする者は、別記様式第六号による申請書に、

地位の承継の事実を証する書類（次条において「証明書類」という。）及びその写しを添

えて、都道府県知事等に提出しなければならない。 

（地位の承継の承認の通知） 

第二十五条 都道府県知事等は、法第四十五条の承認をしたときは、速やかに、別記様式第

七号による通知書に証明書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。 

（居住安定援助を行う場合における契約締結前の書面の交付及び説明） 

第二十六条 法第四十六条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げ

るものとする。 

一 居住安定援助の提供の条件があるときは、その内容 

二 入居契約の内容及びその締結の条件 

（法第四十六条第二項の承諾に関する手続等） 

第二十七条 法第四十六条第二項の承諾は、認定事業者が、あらかじめ、当該承諾に係る認

定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者に対し同項の規定による提供に用いる電磁的

方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て、次条の規定によるものをいう。以下この条及び第三十五条第二項において同じ。）の

種類及び内容を示した上で、当該住宅確保要配慮者から書面又は第三項で定める方法（第

五項において「書面等」という。）によって得るものとする。 

２ 前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 

一 次条第一項各号に掲げる方法のうち認定事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

３ 第一項の承諾の取得及び第五項の申出の方法は、次に掲げるものとする。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 

イ 認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の使用に係る電子計算機から電気通信回

線を通じて認定事業者の使用に係る電子計算機に第一項の承諾又は第五項の申出（以下こ

の項において「承諾等」という。）をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

ロ 認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する

電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて認定住宅に入居しようとする住宅確保

要配慮者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録す

る方法 

二 電磁的記録媒体（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係
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る記録媒体をいう。次条第一項第二号及び第二十九条において同じ。）をもって調製する

ファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 

４ 前項各号に掲げる方法は、認定事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を

作成することができるものでなければならない。 

５ 認定事業者は、第一項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る認定住宅に入居し

ようとする住宅確保要配慮者から書面等により法第四十六条第二項の規定による電磁的方

法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはな

らない。ただし、当該申出の後に当該住宅確保要配慮者から再び第一項の承諾を得た場合

は、この限りでない。 

（契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法） 

第二十八条 法第四十六条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げ

るものとする。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 

イ 認定事業者の使用に係る電子計算機と認定住宅入居者の使用に係る電子計算機とを接続

する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）を送信し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイ

ル（専ら当該認定住宅入居者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同

じ。）に記録する方法 

ロ 認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気

通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計

算機に備えられた当該認定住宅入居者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 

ハ 認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項

を電気通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供する方法 

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

２ 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 認定住宅入居者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるもの

であること。 

二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を認定事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知するもの

であること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認した

ときは、この限りでない。 

三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を認定事業者の使用に係る電子計算機

に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知す

るものであること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確

認したときは、この限りでない。 

（帳簿） 

第二十九条 法第四十八条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの

とする。 
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一 認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日 

二 居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項 

三 安否確認において、異常の発生を検知した年月日並びに当該異常の発生状況及び発生後

の対応 

四 見守りを行った年月日及びこれにより把握した認定住宅入居者の状況 

五 福祉サービスへのつなぎを行った年月日及び当該福祉サービスへのつなぎの内容 

六 居住安定援助（安否確認、見守り及び福祉サービスへのつなぎを除く。）を提供した年

月日及びその内容 

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録

され、必要に応じ認定事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示

されるときは、当該記録をもって法第四十八条の帳簿（次項において「帳簿」という。）

への記載に代えることができる。 

３ 認定事業者は、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録

媒体を含む。）を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなけ

ればならない。 

（認定事業者の報告） 

第三十条 法第四十九条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものと

する。 

一 法第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十一条に規定する業務に係る法令遵守の

状況 

二 法第四十七条に規定する認定計画（次項及び第三十四条において「認定計画」とい

う。）の内容と現況との間の相違等 

三 前二号に掲げるもののほか、都道府県知事等が必要と認める事項 

２ 認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び前項各号に掲げる事項を

記載した別記様式第八号による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年六月三十日までに都

道府県知事等に報告しなければならない。 

（専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することが

できない期間） 

第三十一条 法第五十条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、三月とす

る。 

（専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請） 

第三十二条 法第五十条第一項の承認を受けようとする者は、別記様式第九号による申請書

を、都道府県知事等に提出しなければならない。 

（専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間） 

第三十三条 法第五十条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、五年とす

る。 

（公示） 
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第三十四条 認定事業者は、認定計画に記載された事項（法第四十条第二項第一号、第二号

（認定住宅の存する市町村の名称に限る。）、第三号及び第七号から第十号まで並びに第七

条第六号に掲げる事項に限る。）をインターネットの利用その他の適切な方法により公示

しなければならない。 

（認定事業者の遵守すべき事項） 

第三十五条 法第五十一条の認定事業者の遵守すべき事項は、次に掲げるものとする。 

一 居住安定援助賃貸住宅事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣及

び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること。 

二 法第四十六条第一項の規定に基づき認定住宅入居者に対して説明した事項に変更があっ

たときは、当該認定住宅入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明す

ること。 

三 自ら管理する認定住宅を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって認定住宅入居

者の居住の安定の確保に支障を及ぼさないように努めること。 

四 福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業を実施する者（次号において「福祉

サービス等事業者」という。）又はその従業者に対して、当該サービスを利用する者又は

その家族に当該認定事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供

与しないこと。 

五 福祉サービス等事業者又はその従業者から、認定住宅入居者又はその家族を紹介するこ

との対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。 

六 認定住宅において提供する居住安定援助について、特定の認定住宅入居者に対して不当

な差別的取扱いをしないこと。 

七 認定住宅入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、当該認定住宅入居者に対

し、提供できる居住安定援助の内容その他認定住宅に関し必要な情報の提供を行い、その

心身の状況や希望に応じた居住安定援助を提供するとともに、生きがいをもって生活でき

るようにするための機会を適切に提供する等認定住宅入居者の居住の安定を図るように努

めること。 

八 プライバシーの確保に配慮した運営を行うこと。 

九 認定住宅入居者に対する居住安定援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、当該認定住宅入居者に対し、当該居住安定援助の提供を行う上で必要な事項につい

て、理解しやすいように説明を行うこと。 

十 正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らさないこと。 

十一 認定事業者の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入

居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。 

十二 その他基本方針に照らして適切な業務を行うこと。 

２ 認定事業者は、前項第二号の規定による書面の交付に代えて、認定住宅入居者の承諾を

得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合に

おいて、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。 
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３ 第二十七条の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条

中「認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者」とあるのは「認定住宅入居者」と、

同条第一項及び第五項中「法第四十六条第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、

「当該住宅確保要配慮者」とあるのは「当該認定住宅入居者」と読み替えるものとする。 

（認定事業者の要件） 

第三十六条 法第五十三条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号

のいずれかに該当することとする。 

一 支援協議会の構成員であること。 

二 支援法人であること。 

三 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第三条第一項の登録を受けていること。 

四 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成二十九年

国土交通省令第六十三号）第二十条第二号の登録を受けていること。 

五 支援協議会の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。 

六 前各号のいずれかに該当する者と共同して居住安定援助賃貸住宅事業を実施する賃貸人

であること。 

七 第一号から第五号までのいずれかに該当する者に対し、認定住宅のうち、法第五十三条

第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護認定住宅入居者が入居するものの管

理を委託していること。 

（通知の方法） 

第三十七条 法第五十三条第一項の規定による通知は、別記様式第十号による通知書により

行うものとする。 

２ 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機

関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき

は、この限りでない。 

一 当該通知をしようとする者が前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する

書面 

二 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類 

（情報の公示） 

第三十八条 都道府県知事等は、法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第四十四条

第三項に規定する計画の認定を取り消したときは、その旨をインターネットの利用その他

の適切な方法により公示しなければならない。 

 


